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日頃より、長崎銀行を格別にお引き立て
いただき、心からお礼申し上げます。
さて、長崎銀行をより一層ご理解いただ

き、さらに身近に感じていただくために「長
崎銀行２００４ディスクロージャー」を作成い
たしました。
本冊子では、当行の業績の現状を詳しく

ご説明いたしますとともに、当行の経営理念、経営方針、地域の皆さまとのふ
れあい、各種のサービス体制等について幅広く内容を盛り込んでおります。皆
さまのご理解を深めることができましたら幸いに存じます。
当行は、大正元年（１９１２年）の創業以来、地域の金融機関として、お客さま

のご繁栄、地域社会の発展に奉仕することを使命として、「お客さま第一主義」
のもと、地域の皆さまとの信頼を築きながら、着実に歩み続けてまいりました。
お陰様で本年１１月に創業９２周年を迎えることができますことも永年にわたる皆
さま方の温かいご支援の賜と衷心より感謝申し上げます。
金融機関を取り巻く環境は、長引く景気低迷やデフレ経済、ペイオフ完全解

禁、不良債権の処理促進等、依然として厳しい状況が予想されます。また、リ
レーションシップバンキングの機能強化計画の最終仕上げの中で、地域金融機
関としての役割強化と機能発揮が一層求められております。
このような経営環境の中、本年１０月には、当行の親会社である福岡シティ銀

行は西日本銀行と合併し、西日本シティ銀行として九州ナンバー１銀行を目指
しております。当行も西日本シティ銀行の子会社に相応しい銀行を目指し、本
年３月期において、資本増強策、抜本的な不良債権の前倒し処理を行い、財務
基盤の強化と資産内容の健全化を図りました。
今後は、西日本シティ銀行グループのエリアカンパニーとして、長崎県内を

中心にリテール分野に特化した営業スタンスをさらに強化するとともに、信用
リスク管理の徹底、ローコスト経営の強化、内部管理態勢の強化により磐石な
営業基盤を構築し、長崎県内を中心とした円滑な資金供給に努め、地域金融機
関としての役割をこれまで以上に発揮してまいります。
当行はこの目標を達成するために全役職員が一致団結しさらに努力を重ねて

まいる所存でございます。
今後とも引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

平成１６年７月
取締役頭取

ごあいさつ
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経営理念・経営方針

経 営 方 針

経 営 姿 勢

経 営 理 念

長崎銀行は経営理念の実現のために次のことに努力してまいり
ます。

■健全経営
健全経営を通して強固な経営体質を築き、地域社会の繁栄に奉

仕してまいります。

■お客さま本位
いつも「お客さま第一」の精神に基づき、より良い金融サービ

スの提供に努め、地域の皆さまの信頼と期待に応え得る銀行をめ
ざします。

■人材の育成
環境の変化に柔軟かつ機敏に対応できる行動力とチャレンジ精

神を持った行員の育成に努め、行員一人ひとりが持てる力を十分
に発揮できる、のびのびと活動的な風通しのよい企業風土の確立
をめざします。

長崎銀行は健全経営を堅持し、地域の皆さまとともに歩む銀行
であることを願い、つねに「お客さま第一」の精神に基づき、お
客さまとの信頼のきずなを深めてまいりました。
これからも、親会社である福岡シティ銀行とも十分連携し社会

の変化を先取りできる清新はつらつとした行員の育成に努め、地
域金融機関としての使命をもって、地域に密着し、地域社会の発
展に奉仕するとともに地域に支持される銀行をめざして努力を重
ねてまいります。

「お客さま本位」のもと

「健全経営」に徹し

「地域社会に奉仕」する

長崎銀行は、地域金融機関としてお客さまのご繁栄を願い、地
域社会の発展に奉仕することを使命として、地域になくてはなら
ない銀行をめざして、さらに努力してまいります。
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コンプライアンス態勢

■基本方針

長崎銀行は、全役職員が社会的責任と公共的使命を常に自覚し、健全な業務運営に取り組んでおります。
コンプライアンスにつきましては『社会的規範の遵守』と定義し、法令等遵守を経営の最重要課題として位置付

け、経営方針の中でコンプライアンス態勢の強化を掲げ、その具体策を講じ遵法精神の向上を図っております。

■コンプライアンス組織体制

組織体制といたしましては、コンプライアンス態勢の強化を目的として、平成１５年１０月にコンプライアンス統括
部署を総合企画部に変更し、専担部署であるリスク管理・法務グループを新たに設置いたしました。リスク管理・
法務グループは、各部が担当するコンプライアンスに係る全ての事項を一元管理し、法令等遵守の徹底を図ってお
ります。また、コンプライアンスに関する事項を組織的に取り組むためコンプライアンス委員会を設置しておりま
す。
コンプライアンス委員会は、頭取を委員長とし、全取締役、常勤監査役並びに関係部長を主たるメンバーとして

毎月開催し、長崎銀行におけるコンプライアンスに関連する事項の協議・報告を行い、経営陣が適時適切な指示が
行える体制としております。また、その下部組織として本部の部・室長をメンバーとした「コンプライアンス部会」
を平成１６年３月に新たに設置し、コンプライアンスの諸問題に対する具体的な問題点・改善策の協議・検討を行っ
たうえで、コンプライアンス委員会に上申しております。
また各部店には、コンプライアンス責任者およびコンプライアンス担当者を配置し、各部店におけるコンプライ

アンスの徹底を図っております。

■コンプライアンス・プログラム

平成１６年度よりコンプライアンス態勢強化の一環として、コンプライアンスに関する各部の実践計画となる、「コ
ンプライアンス・プログラム」を策定しております。本プログラムの進捗状況につきましては、毎月、「コンプラ
イアンス部会」ならびに「コンプライアンス委員会」においてフォローアップを行い、実効性を高めております。
今後も本プログラムは半期毎に作成し、コンプライアンスに関する取組事項を明確化し常に新しい法令等にも即応
できる体制を構築してまいります。

■コンプライアンス・マニュアル

長崎銀行では、「『こころのぎんこう』の一員として－コンプライアンス・マニュアル－」を全役職員が所持・活
用し、コンプライアンス意識の向上に努めております。
また、コンプライアンスに関連する規程、マニュアルおよび様式等を集約した「コンプライアンス関連ファイル」

を各部店に常備し、全行員への周知徹底を図っております。

■全役職員へのコンプライアンスの啓蒙

役職員一人ひとりのコンプライアンス意識を高めるため、各種会議・研修等のあらゆる機会を通じて経営陣自ら
が法令等遵守に関する訓示や講話を行っております。また各種集合研修においても、コンプライアンス研修を必ず
行い、法令等遵守の周知徹底を図っております。
さらに各部店においては、リスク管理・法務グループが発出する「コンプライアンスニュース」「コンプライア

ンス理解度チェック」等を利用した勉強会やＯＪＴを行い、また半期毎のコンプライアンス強化月間への取組によ
りコンプライアンス意識の向上に努めております。

■弁護士等との連携

長崎銀行では平成１６年度より顧問弁護士による法務相談会を定例的に開催するなど、業務上法的判断が必要な事
案については弁護士等と連携し取り組んでおります。

当行の考え方
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金融商品販売法

お問い合わせ窓口 お客さま相談室 TEL０９５‐８２９‐４１００

ペイオフについて

平成１４年４月～平成１７年３月 平成１７年４月～

付
保
対
象
預
金

当 座 預 金
普 通 預 金
別 段 預 金

全 額 保 護
利息がつかない等の
条件を満たす預金（※１）
は全額保護

定 期 性 預 金
合算して元本１，０００万円までとその利息等（※２）を保護
１，０００万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の�
��
��
状況に応じて支払われます

�
��
��（一部カットされることがあります）

付 保 対 象 外 預 金
保 護 対 象 外

破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます�
�
�

�
�
�（一部カットされることがあります）

（※１）決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条
件を満たす預金です。

（※２）定期積金の給付補てん金の条件を満たすもの等も利息と同様保護されます。

長崎銀行は、平成１３年４月１日施行の「金融商品の販売等に関する法律」および「消費者契約法」に基づき作成

した、「金融商品販売勧誘マニュアル」および基本理念である「お客さま第一主義」を常に念頭に置き、下記の勧

誘方針に基づき金融商品等の販売を行っております。

◆ 長崎銀行の勧誘方針 ◆
１．当行は、お客さまの目的、知識、経験、財産の状況に応じた、適切な商品の情報提供と説明を行います。

２．当行は、お客さまご自身のご判断と責任においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容などの重

要事項について、適切な方法により、十分なご理解をいただくよう努めます。

３．当行は、お客さまに適切な情報を提供いたします。断定的な判断による勧誘は行いません。

４．当行は、正当な理由なく、深夜や早朝などの不適当な時間帯に、電話・訪問による勧誘は行いません。

５．当行は、お客さまに対する適正な勧誘を行うため、研修・勉強会等を行い、商品知識の習得に努めます。

商品の説明・勧誘などについてお気づきの点、ご要望等ございましたら、ご遠慮なく下記のお問い合わせ窓口ま

でお寄せください。

万一、金融機関が破綻した場合には信用秩序の維持のため、「預金保険機構」が預金者に対して保険金を支払う

ことになります。これが「ペイオフ」と呼ばれるものです。

預金保険で保護される預金等の額は、預金保険法改正により、平成１７年３月末までは、当座預金、普通預金、別

段預金については全額、それ以外の定期預金等については１金融機関ごとに預金者１人当たり元本１，０００万円まで

とその利息等の合計額となります。

平成１７年４月以降は、決済用預金は全額、それ以外の預金等については１金融機関ごとに預金者１人当たり元本

１，０００万円までとその利息等が保護されます。

なお、元本１，０００万円を超える部分とその利息についても、破綻金融機関の財産の状況に応じて払い戻しが受け

られますので、そのすべてがカットされるわけではありません。

時期によって変わる保護の範囲

●定期性預金
定期預金、定期積金、積立定期預金

など
●付保対象外預金
外貨預金などが該当しますが、一般

のお客さま向けで付保対象外となる預
金は、当行では取り扱っておりません。

用語のご説明
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リスク管理について

貸出運営について

長崎銀行は、経営の健全性を維持し安定した収益を確保するため、リスク管理を重要な経営課題と位置づけ、各

種リスクにつきまして、以下の方針・体制等により担当部署を定め、適切な管理を行っています。

１．リスク管理方針

� 目的

長崎銀行は「お客さま本位」のもと「健全経営」に

徹し「地域社会に奉仕する」を経営理念として定め、

取り組んでいます。

この経営理念の実現のため、適切なリスク管理に努

め、健全な経営基盤の確立と安定的な収益の確保を図

ることを目的としています。

� リスク管理体制

総合的なリスク管理を実現するため、管理すべきリ

スクの種類を把握し、そのリスクの管理・評価・報告

体制を確立し、リスクの発生の未然防止を図るととも

に、リスクが発生した場合のリスクの最小化を目指し

ています。

� リスク管理方針・体制等の見直し

金融情勢の変化、各種制度の変更等に対応し、リス

ク管理方針・体制等は適宜見直し、リスク管理の高度

化に努めています。

２．リスクの区分

長崎銀行は以下のリスクに対する管理を行っています。

� 信用リスク（主管部：審査本部）

信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値

が減少ないし消失し、損失を被るリスクをいいます。

� 市場関連リスク（主管部：総合企画部）

金利、有価証券等の価格等の様々な市場のリスク

ファクターの変動により、保有する資産の価値が変動

し、損失を被るリスクをいい、また、それに付随する

投資先の信用リスク、事務リスク、法務リスク等によ

り、損失を被るリスクも含んでいます。

� 流動性リスク（主管部：総合企画部）

予期せぬ事態により、必要な資金が確保できなくな

る等、著しく不利な価格での取引を余儀なくされるこ

とにより、損失を被るリスクをいいます。

� 事務リスク（主管部：事務部）

事務上の事故・不正により、損害を被るリスクをい

います。

� システムリスク（主管部：事務部）

システムの障害、誤作動、情報の漏洩などにより、

損害を被るリスクをいいます。

� イベントリスク（主管部：人事総務部）

犯罪・自然災害等から発生した事件・事故等により、

損失を被るリスクをいいます。

� レピュテーショナルリスク（主管部：総合企画部）

当行の経営内容が誤って伝えられることなどにより、

不測の損失を被るリスクをいいます。

● リスク管理体制図 ●

監
査
役
�

監
査
部
�

監査�

監査�

監査役会� 取 締 役 会 �

リ ス ク 管 理 会 議 �

報告、�
指示�

報告、�
指示�

報告、�
指示�

【本部、営業店、関連会社情報収集】�

信用リスク� 市場関連リスク� 流動性リスク�

イベントリスク�システムリスク�事務リスク� レピュテーショ�
ナルリスク�

長崎銀行は、従来から地域経済を支える中小企業・個人事業者の皆さま方の資金の需要に対して積極的にお応え

し、事業の発展にお役に立ってまいりました。

また、一般個人の皆さま方には、豊かな生活環境のお役に立てるよう住宅ローン・教育ローンなど個人向け各種

ローンの拡充に努め、お客さまのニーズにお応えしております。

さらに平成１３年７月から、福岡シティ銀行で個人のお客さまにご好評をいただいている各種個人向けローン、平

成１３年１０月から無担保・第三者保証人不要の融資商品ＱＢＬ（クィックビジネスローン）のお取り扱いを開始いた

しました。

今後も、地域経済を支える中小企業・個人事業者の皆さま、個人の皆さま方の資金ニーズにお応えする商品を積

極的に販売してまいります。
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● 預金残高推移 ● ● 個人預金残高推移 ●

平成１４年３月期の前年比残高減少は、福岡県内店舗１０ヵ店を営業譲渡した影響によるものです。

業績のご案内
収益状況については、景気低迷の長期化、不良債権最終処理の促進、ペイオフ完全解禁等厳しい経済環境・金融

環境のもとで、個人・法人のリテール分野を中心とした営業推進に取り組む一方で、店舗合理化・人員削減等によ
る経費圧縮に努め、経営全般の見直しにより収益力の強化に努めてまいりました。この結果、コア業務純益は、前
期比１８１百万円増加し、１，４４１百万円となりました。しかし、平成１６年１０月の福岡シティ銀行と西日本銀行の合併を
踏まえ、当行もその子会社に相応しい銀行となるには資産内容をさらに万全とする必要があると判断し、長引く景
気低迷による取引先企業の業績悪化や地価下落による担保不動産価格の目減りなど将来起こりうるリスクを再検証
し、平成１６年３月期において不良債権の抜本的処理や繰延税金資産の見直しなどを行ったことから、当期末は、５，９０４
百万円の純損失となりました。
一方、利鞘については、個人ローン、クイックビジネスローンをはじめとするリテール資産の増加により、貸出

金利回りが上昇したことと、高金利調達の圧縮により預金利回りが低下したことなどから預貸金の粗利鞘は拡大し
ています。

コア業務純益とは預貸金業務による資金利益や為替業務による手
数料利益などから経費を差し引いたもので、銀行の本来業務での収
益力を表す指標として用いられています。

○コア業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額－債券関係
損益
○預貸金粗利鞘＝貸出金利回り－預金利回り

預金については、個人預金を中心とした安定的預金増強のため積極的な営業活動を行いました結果、当期末の預
金残高は、前期比８８億円増加し、２，５３７億円となりました。特に個人預金残高は、前期比１２３億円増加し、２，０９７億
円となりました。
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● 貸出金残高推移 ● ● 個人ローン残高推移 ●

平成１４年３月期の前年比残高減少は、福岡県内店舗１０ヵ店を営業譲渡した影響によるものです。

不良債権処理への取り組み

平成１６年３月期の状況 （億円）

債 権 額
Ａ

■貸倒引当金
Ｂ

■担保・保証等
Ｃ

保 全 率
（Ｂ＋Ｃ）÷Ａ

■破産更生債権及びこ
れらに準ずる債権 ６３ １９ ４４

％
１００．００

■危 険 債 権 １１７ ４１ ６０ ８６．８５

■要 管 理 債 権 ９３ １９ ４０ ６３．８３

小 計 ２７４ ８０ １４４ ８２．０５

正 常 債 権 １，７４０

合 計 ２，０１４

用語のご説明

●●破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻した債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権
●●危険債権
債務者が、経営破綻には至っていないものの、財政状態・経営成績が悪化し、契約通りの返済を受けることができな
くなる可能性が高い債権
●●要管理債権
３ヶ月以上延滞債権および貸出条件緩和債権
●●正常債権
債務者の財政状況などに特段の問題が無く、上記以外に区分される債権

貸出金については、リテール部門を中心に中小企業・個人の資金需要に積極的に対応を行ってまいりました結果、

個人ローン残高は前期比１５８億円の大幅増加となりました。しかし、一方で資産内容の健全化を図るため不良債権

の最終処理を促進したことから、当期末の貸出金残高は前期比７億円増加の、１，９９８億円となりました。

長崎銀行は厳格な自己査定の結果に基づいた償却・引当（いわゆる不良債権処理）を行っています。

この査定結果に基づく金融再生法開示ベースでの不良債権等の状況は以下のとおりです。
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不良債権残高と保全状況
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破産更正債権及びこれらに準ずる債権� 危険債権�

● 金融再生法による開示債権 ● ● 金融再生法開示債権にかかる保全状況 ●

�不良債権の８割以上が貸倒引当金、担保・保証等で保全されていま
す。

自己資本比率

経営統合
福岡シティ銀行との経営統合

現在の経営環境を勘案すると、景気は回復傾向にあるものの地域経済は依然として厳しい状況にあります。この

ことから、当行では信用リスク管理を経営の最重要課題として不良債権の縮減に努めております。

平成１６年３月期の不良債権残高は、償却、債権流動化等に積極的に取り組んだことから、平成１５年３月末から１０５

億円縮減し２７４億円となりました。今後とも、お取引先の皆さまの業績改善のお手伝いに努めるとともに、最終処

理を進めることにより不良債権の圧縮に取り組んでまいります。

自己資本比率とは、総資産（資産の各項目にリスク・ウエイトを乗じて得た額の合計額）に対する自己資本の比

率のことで、金融機関経営の健全性を示す重要な指標です。国内のみで営業を行っている銀行の自己資本比率は４％

以上とされています。

長崎銀行の平成１６年３月期の自己資本比率は、７．２１％と国内基準を上回っております。

なお、自己資本の充実を目的として、平成１６年３月に福岡シティ銀行を引受先とする第三者割当増資７９億円及び

西日本銀行より劣後ローン２０億円の借入を行っております。

当行は、平成１３年３月に福岡シティ銀行との経営統合に合意後、福岡シティ銀行のビジネスモデルを取り入れリ

テール戦略に特化するとともに、経営全般の合理化・効率化を徹底し収益力向上に取り組んでまいりました。

また、お客さまのニーズが多様化・高度化・複雑化するなか、福岡シティ銀行との経営統合を踏まえ、ＡＴＭの

共同利用の開始・自動審査システムによる個人ローン・クイックビジネスローン・宝くじ付定期預金等の商品提携

により、お客さまのニーズに積極的に対応してまいりました。

このような中、平成１６年１０月に福岡シティ銀行は西日本銀行と合併し、西日本シティ銀行が誕生いたします。当

行は、西日本シティ銀行グループのエリアカンパニーとして、これまで以上に地域金融機関としての役割を発揮し

お客さまの様々なニーズにお応えしてまいります。
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地域のみなさまとともに

リレーションシップバンキングの機能強化計画

リレーションシップバンキングとは…
地域のお客さまとの間で親密な関係を長く維持することを通じて、お客さまに関する情報を蓄積し、これを

有効に活用することにより、地域の中小企業の皆さまへ円滑な資金供給や付加価値の高いサービスを提供する
ことをいいます。

中小・地域金融機関の不良債権処理問題の解決に向けて、平成１５年３月に「リレーションシップバンキングの機
能強化に関するアクションプログラム」が公表され、地域金融機関に対し「リレーションシップバンキングの機能
強化計画」の策定が求められました。当行も平成１５年８月に機能強化計画を策定し、中小企業の再生と地域経済の
活性化を図るため計画した施策への取り組みを進めております。
平成１５年４月から平成１６年３月までの取り組み状況は以下のとおりとなりました。

１．中小企業の再生に向けた取組み
中小企業金融の再生に向け、産学官・政府系金融機関・公共機関等との情報交換、人材育成等に取り組んでまい

りました。
産学官との連携につきましては、平成１６年１月、長崎大学地域共同研究センターと「産学連携協力に関する覚書」

を締結し相談業務の取次を開始いたしました。また、北部九州地区産業クラスターサポート金融会議の「つなぎ融
資制度」へ参加いたしました。さらに政府系金融機関との連携につきましては、平成１６年１月、中小企業金融公庫
と「業務連携協力に関する覚書」を、平成１６年３月、商工組合中央金庫と「業務協力についての覚書」を締結し、
連携強化を図りました。
今後も公共機関等を含む各種機関との連携を深め、取引先への情報提供・紹介等による取り組みを強化してまい

ります。
早期事業再生の取り組みとしまして、外部コンサルタントと顧問業務契約の締結等により、企業再生に向け取り

組んでおります。
今後も取引先の経営改善計画の進捗管理と財務体質改善のためのアドバイス等を継続して行い、事業再生企業の

増加を目指してまいります。
人材育成につきましては、第二地方銀行協会、福岡シティ銀行主催の各種研修に参加し、本部担当者・営業店長

等のレベルアップを図りました。今後も、各種研修への参加を継続し研修成果を実践に活かすとともに、行内研修
に十分に反映させ、行員全体のレベルアップを図ってまいります。
２．新しい中小企業金融への取り組み
担保・保証に過度に依存しない商品であります「ながさきクイックビジネスローン」の取扱い金額を、平成１５年

７月に５百万円から１０百万円未満（保証会社保証付商品は３百万円を５百万円）へ拡大しました。また、平成１５年
１１月からは「クイックビジネスローン�（保証会社保証付商品）」の取扱店舗を博多支店を除く全営業店に拡大い
たしました。
３．顧客への説明態勢の整備、相談、苦情処置の強化
顧客への説明態勢の強化につきましては、平成１６年３月に融資顧客対応マニュアルの策定を行い、銀行取引約定

書等の改正にも着手しております。今後は、研修会等を開催して全行員に対し顧客への説明の遵守を徹底してまい
ります。
相談・苦情処理態勢につきましては、平成１５年１０月にお客さま相談室を営業統括部に移設し、収集された情報は

コンプライアンス委員会へ都度報告する体制といたしました。
４．資産査定、信用リスク管理への取組み
資産査定につきましては、平成１５年１０月に審査本部内に資産査定室を新設し、自己査定体制の強化を図りました。

また、平成１５年１２月に自己査定規程・マニュアルの抽出基準を見直し、新自己査定システムでの運用を開始いたし
ました。さらに、平成１６年３月には事務ガイドライン・金融検査マニュアルの改定に基づき開示基準を見直し、重
要事象の報告制度を新設するとともに、償却・引当規程、及び同マニュアルも同時に改定いたしました。
５．ガバナンスの強化
適時開示の重要性につきましては十分認識し、現在、東京証券取引所の会社情報適時開示ガイドブックを参考に

広報マニュアルの策定に着手しております。
６．地域貢献に関する情報開示
地域貢献活動の情報開示につきましては、ディスクロージャー誌・ミニディスクロージャー誌・ホームページに

おいて開示を行っております。
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◆中小企業向けご融資

長崎銀行は、従来から地域の経済を支える中小企
業・個人事業者の皆さま方の事業資金需要に積極的に
お応えしており、平成１６年３月末の貸出金のうち、
３，２７０先、１，１０３億円（貸出金全体の５５％）が地域の中
小企業の皆さま方向けのご融資となっています。

個人のお客さま向けご融資
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● 住宅系ローン推移 ●

■住宅系ローン
地域の個人のお客さまに対し、住宅系ローンを積極的に推進

し、平成１６年３月末現在の住宅系ローン残高は４，６４６件（前年
比１７．７％増）、５９，１４０百万円（前年比３３．３％増）となっており
ます。

● 消費者系ローン推移 ●

■消費者系ローン
地域の個人のお客さまに対し、キャッシュＡをはじめとする
消費者ローン系融資を積極的に推進し、平成１６年３月末現在の
消費者系ローン貸出残高は２４，２７３件（前年比９．４％増）、１５，３４１
百万円（前年比７．３％増）となっております。

�平成１４年３月期の前年比残高減少は、福岡県内店舗１０ヵ店を営業譲渡した影響によるものです。

長崎銀行は地域金融機関としての役割をさらに発揮してまいります。
長崎銀行は創業以来「地域社会への奉仕」を経営理念として取り組んでいます。
長崎銀行はこの経営理念達成のため、地域の金融機関として、地域の事業者の皆さまのビジネスや個人の皆さま

の豊かなライフプランのお手伝いをさせていただくとともに、長崎県および市町村・公社などへの融資をはじめ、
国債・地方債の引き受けなどを通じて、地域の皆さまのよりよい生活環境作りのお手伝いに努めております。
また、早くから「奨学育成基金」を設置し、教育の振興を図るとともに、社会福祉・青少年スポーツ・文化活動

等への助成をさせていただいております。
これからも、これまで以上に地域の皆さまのお役に立てるよう、地域金融機関の機能と役割を発揮してまいります。

長崎銀行は地域の皆さまのビジネスや豊かなライフプランを応援しています。
長崎銀行は地域になくてはならない銀行を目指しています。

◆地域別貸出金

長崎銀行は平成１６年３月末現在地域の皆さま方から
お預かりしたご預金の約８０％を地域のお取引先へのご
融資に向けています。
また、長崎県内融資が占める割合は７９％となってお

り、平成１６年３月末で２２，８９４先、１，５８１億円のご利用
をいただいています。

個人の皆さま方向けには、住宅ローン、キャッシュ・エースをはじめとする各種ローンの拡充と商品性の改善な
どで皆さまの多様な資金ニーズにお応えしており、平成１６年３月末のご融資は、２５，２１９先、７３４億円となっています。
中小企業向けご融資を合わせた先数は２８，４８９先、ご融資額は１，８３７億円となり、貸出金全体に占める先数割合の

９９％、金額割合の９１％となっております。
このように、長崎銀行の貸出金のほとんどを地域の中小企業の皆さま、個人の皆さまにご利用いただいています。
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主な事業者向けご融資
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先数�

残高�

クイックビジネスローン
一括返済タイプ（QBL） 分割返済タイプ（QBL‐D） 手形割引タイプ（QBL‐C） 保証会社利用タイプ（QBL‐�） 保証会社利用タイプ（QBL‐�）

お使いみち
事業に必要な健全な運転資金
ご利用いただける法人

業歴２年以上 業歴１年以上 業歴２年以上
ご利用いただける個人事業主

業歴２年以上で、青色申告書に
損益計算書と資産負債調べが完備されている方。

業歴１年以上の方
（青色・白色申告を問いません）

業歴２年以上の方
（青色・白色申告を問いません）

ご融資金額

５００万円以内
（原則月商の範囲内）

１，０００万円未満
（原則月商の範囲内）

１０万円以上
１，０００万円未満

（原則月商の３倍以内）

５０万円以上
５００万円以内
（１０万円単位）

５０万円以上
３００万円以内
（１０万円単位）

ご融資期間
７日以上６か月以内 ６か月以上２年以内 － ３か月、１年、２年、３年 一括払…３か月、６か月

分割払…１年、２年、３年
ご融資利率と返済方法

●固定金利型 年９％
期日一括返済

（お利息は借入時に前払）

●固定金利型 年９％
１か月毎元金均等分割
（お利息は１か月前払）

●固定金利型 年６～９％
－

（お利息は借入時に前払）

●固定金利型 年７％
１か月毎元金均等分割
（お利息は１か月毎前払）

●固定金利型 年９％
期日一括返済・１か月毎元金分割返済
（お利息は１か月毎前払）

担保と保証人
担保…不要、保証人…代表者および５０％超の出資者

（ご返済の履行状況によっては後日お願いする場合もございます。）
担保…不要

保証人…代表者、個人の場合は原則不要
その他

事務取扱手数料が必要です。 保証料が必要です

●クイックビジネスローン

●お申し込みからご融資実行までの流れ
１．ご来店いただく前に、まずご連絡ください。

お近くの「クイックビジネスローン専門店」にお電話いただくか、ご相談シート（ＰＤＦ形式）をwww.nagasakibank.co.jp からダウ
ンロードし、プリントアウトして FAXで送信してください。
・ながさきクイック・ビジネスローン ご相談シート
・ながさきクイック・ビジネスローン� ご相談シート

２．ご来店によりお申し込み
※１）ご用意していただく書類
●直近の決算書１期分または２期分（税務署受付印のある原本）
●代表者ご本人を確認できるもの（運転免許証・パスポートなど公的書類）
●その他必要書類

※２）お申し込みのためのご来店は、代表者（法人の場合）、ご本人（個人事業主の場合）にお願いいたします。
３．正式申込受付後、原則翌日までにご回答
４．ご来店・ご契約・ご融資実行

※審査の結果、ご希望にそえない場合もございます。

ながさきクイック・ビジネスローンの専門窓口を下記に設置しています。
ご来店いただく前に、まず！お電話ください。

クイックビジネスローンながさき

FAX 095-816-3297
�0120-033-919
TEL095-816-3295
長崎市栄町１番１５号
長崎銀行別館４Ｆ
（長崎女子商業近く）

クイックビジネスローンさせぼ

FAX 0956-42-5705
�0120-357-919
TEL0956-42-0100
佐世保市松浦町４番２２号
長崎銀行佐世保支店内
（サンプラザアーケード松浦公園隣り）

クイックビジネスローンいさはや

FAX 0957-22-3525
�0120-035-919
TEL0957-22-3524
諫早市上町３番１３号
長崎銀行諫早支店内
（昭和通りバス停前）

長崎銀行では、企業の皆さまへの資金ニーズにス
ピーディーにお応えするため、「無担保」「第三者保
証人不要」「原則翌日回答」が特徴の「ながさきク
イックビジネスローン」を平成１３年１０月からお取扱
いを開始し、現在まで４，０００社以上のお客さまにご
相談いただきました。
平成１６年３月末現在では、６７６先、１，７２０百万円の

ご利用をいただいております。
詳しくは、クイックビジネスローン取扱専門店へ

お問い合わせ下さい。
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主な事業者向けご融資

◇ながさき事業者ローン
ご 対 象 者 当行の本支店店周で１年以上営業し、店頭取引が可

能な将来性ある中小企業
資金の用途 季節運転資金（短期）

設備・運転資金（長期）
ご利用金額 １００万円～５，０００万円まで
金 利 以下の下限金利適用

１年以内 短プラフラット
１年超１５年以内 新長プラ－０．２％

ご利用期間 最長１５年（ただし、保証協会の保証期間範囲内）

地域の文化と環境のために

「お客さま相談室」
TEL０９５‐８２９‐４１００
電子メール info@nagasakibank.co.jp
ホームページwww.nagasakibank.co.jp
受付時間 月曜日～金曜日 午前９時～午後５時
ただし、銀行の休業日は除かせていただきます。

●ながさき事業者向けローン（信用保証協会保証他）
長崎銀行は、中小企業経営者の多様なニーズに

お応えするため、中小企業向け融資商品をご用意
しております。
平成１６年３月末現在で「ながさき事業者ロー

ン」４０３件、１，６６８百万円、その他のローンで１６１
件、１，３０２百万円、計５６４件、２，９７０百万円のご利
用をいただいております。

●制度融資 長崎銀行は、長崎県、佐賀県、熊本県および各市町の制度融資の取扱窓口として、中小企業の皆さま
方への資金ニーズにお応えしています。
平成１６年３月末現在で、７２３件３，２５９百万円のご利用をいただいています。

●長崎銀行奨学育成基金

昭和４８年の設立以来、数回にわたって基本財産を増

額し、現在では１億９，８３０万円になっています。その

運用利息で奨学金の貸与を行うほか、ふるさと長崎の

教育文化振興を図るさまざまな活動への助成を行って

います。大学・高校等教育界や長崎の文化界から理

事・評議員にご就任いただき基金の運営を行っていま

す。平成１６年３月末現在、延べ奨学生数１５７名、貸与

残高２，１６５万円となっています。

●環境美化運動

各支店店周のクリーン

アップ活動など、美しい

環境づくりのお手伝いを

しております。

●お客さま相談室の設置

長崎銀行では、お客さまからのご相談、ご要望にお

応えするため「お客さま相談室」を設置しております。

平成１６年１月には、はがき形式の「お客さまご意見カー

ド」のATMコーナーへの備え置きを開始しました。

長崎銀行へのご相談・ご要望等ございましたら、ご

遠慮なくお申し付けください。

●〈長崎銀行文庫〉の設置

長崎銀行と長崎銀行奨学育成基金による寄贈図書か

らなる〈長崎銀行文庫〉。地域文化の向上にお役立てい

ただくため、長崎市民会館等に対して、２３年間にわたっ

て約３，３００冊の図書を贈呈させていただいております。
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▼

お神輿に従って
御旅所へ

ダイレクトバンキングサービスの充実

インターネットバンキングの
ことなら �０１２０‐３３８‐１８０

受付時間

平日 ９：００～２１：００

●「長崎くんち」に参加

「長崎くんち」は長崎市民の氏神、鎮西大社諏訪神

社祭礼行事で、毎年１０月７日から３日間、街を挙げて

催されます。この「長崎くんち」は、国指定重要無形

民俗文化財にも指定されています。

奉納踊りを担当する踊町、祭の世話役にあたる年番

町は、旧長崎市内の各町が交代で務めます。

支店のある町や行員の住む町が当番にあたるときは、

役職員やその家族が根曳（山車の曳き手）や囃子方（は

やしかた－音楽担当）、世話人として参加し、地域の

皆さまのお手伝いをさせていただいています。

ここ数年で急速に普及し、いまや一般的な通信手段となっている「携帯電話」や「インターネット」を利用して、

時間や場所にとらわれることなく銀行取引ができるサービスを充実させています。

●法人の皆さまへ

■ながさきファームバンキング

プッシュホン・ファクシミリ・パソコン・ディスプレイ付き多機能電話機と銀行
のコンピュータを通信回線で結ぶことで各種のサービス（預金の残高照会・入
出金明細などのお取引のご照会、お振込、お振替、給与振込）がご自宅やお店・
会社に居ながら受けられます。
資金の効率運用や事務の効率化、振込・振替手数料の軽減にお役に立てるサー
ビスです。

●個人の皆さまへ

■ながさきインターネットバンキング

ご自宅からや外出先から簡単アクセス。パソコンを使
うブラウザバンキングと i-mode、EZweb、vodafone
live！などの携帯電話を使うモバイルバンキングで残
高照会・入出金明細照会・振込・振替が可能です。振
込手数料もお得です。
キャンペ－ン期間中は月間基本手数料は無料です。
（平成１７年３月３１日まで）

▲八坂町の川船
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ＡＴＭ関連のご案内

他
行
利
用
手
数
料
無
料

提携先 機能 備 考

カード支払 経営統合を進めるにあたり福岡シティ銀行、西日本銀行のＡＴＭおよび福岡シティ銀行が福岡県内の
に配置するコンビニＡＴＭについても他行ＡＴＭ手数料は無料でご利用いただけます。

カード支払
カード入金
通帳入出金

ＳＢＫ加盟７行間では他行ＡＴＭ手数料はかかりません。（提携ＡＴＭ台数 ８８８台（平成１６年３月３１
日現在））
ＡＴＭでのご入金（通帳・カード）や記帳も長崎銀行ＡＴＭと同様にお使いいただけます。
ＳＢＫ加盟７行…長崎銀行、福岡中央銀行、佐賀共栄銀行、熊本ファミリー銀行、豊和銀行、宮崎太陽銀行、南日本銀行（他行でのご入金は１７：００まで）

他行ご利用手数料無料�

九州・沖縄地区第二地銀�
ＡＴＭ提携サービス� カード支払 沖縄海邦銀行のＡＴＭでのカード支払に他行ＡＴＭ手数料はかかりません。

○他行ATM利用手数料無料（時間外手数料除く）

提携先 機能 備 考

カード
支 払

都銀・地銀・第二地銀・労金・信用金庫・信用組合・信託銀行・農協・信漁連のＡＴＭおよび前述の
金融機関が提携するコンビニなどのＡＴＭ利用ができます。
（カード出金には所定の手数料がかかります。）

ご利用できます�
提携サービス� カード

支払・入金
郵便局とのＡＴＭ相互利用により、長崎銀行のキャッシュカードが全国の郵便局でご利用いただけま
す。ご入金も可能です。（カード入出金とも所定の手数料がかかります）

クレジット会社
信販会社 等

カード
支払・入金 クレジットカードでの出金に加え、一部提携会社との間ではカードによる入金（返済）も可能です。

○その他のATM提携（有料）

（平成１６年５月３１日現在）

（平成１６年５月３１日現在）

各種提携サービスにより、ネットワークが大きく拡がっています。

◆デビットカード…お買い物の時にキャッシュカードを提示すれば、専用端末機を通してお客さまの預金口座から代

金が即時に引き落とされ、現金を持ち歩く必要がない便利なサービスです。

◆ＡＴＭ利用定期…店頭表示金利に０．１％上乗せサービスを実施中です。（平成１７年３月３１日まで）

◆長崎銀行のＡＴＭ稼動時間中は、ご入金が可能です。
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トピックス
キャッシュエース

困った時はキャッシュエースマンにご相談を！

２０歳以上６９歳以下の方ならどなたでもお申込いただけて、ご
利用限度枠最大２００万円の頼れるカードローンながさきキャッ
シュＡ。
ながさきローン受付センターでは、お電話での「お試し診断」

で、ご利用限度枠の目安をその場でお答えします。（フリーダ
イヤル受付時間：平日９時から１９時まで）
お急ぎの場合には限度枠の登録後ご希望の口座へのお振込も

ご利用いただけますので、カードがお手元に届くまでお待ちい
ただくこともございません。
窓口・フリーダイヤル・ＦＡＸ・メールオーダーのお好きな

チャネルから、全く新しい簡単キャッシングにアクセスしてく
ださい。

ながさきローン受付センター
�０１２０‐２９６‐９１９ FAX０９５‐８２８‐０５１９
受付時間：平日９：００～１９：００

急な入りようの時にはおまかせく
ださい。電話１本でスピード審査、
すぐに回答し即日の利用も可能と
なりました。
配偶者に収入がある主婦、パー
ト・アルバイト、学生の方にもご
利用いただけるカードローンです。
詳しくは、ながさきローン受付セ
ンターもしくは各支店へ。
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◎上記宝くじは、発売後約２週間程度で、銀行届け出の
ご住所に配達記録郵便でお届けします。転居不明や不
在などによる返送があり、宝くじをお届けできない場
合には無効となる場合があります。

◎毎年の基準日現在で、当該定期預金が解約されていな
いことがジャンボ宝くじをお届けする条件となります。
基準日前に解約された場合は以降のジャンボ宝くじの
お届けはありません。

◎お届けする宝くじは１０枚単位とさせていただきます。

お届け予定の
ジャンボ宝くじ

定期預金の
お預け入れ時期 基準日 お届け時期

サマージャンボ宝くじ １１月～５月末日 ５月末日 ７月下旬

年末ジャンボ宝くじ ６月～１０月末日 １０月末日 １２月中旬

もれなく夢、届きます。

■宝くじ付定期預金 Part�
年１回もれなく夢をお届けする宝くじ付定期預金（３年

もの）です。お預け入れ額１００万円ごとにジャンボ宝くじ

を１０枚セットにして満期までの３年間毎年プレゼントいた

します。（平成１５年１２月１日取扱開始）

（平成１７年４月２８日まで）
■お届けするジャンボ宝くじの内容

■イザという時のために１枚！ウルトラキャッシュ

お使いみちは自由、いざというときのキャッシング、ま

た口座自動引落としの入金忘れのときも安心な自動融資機

能付のカードローンです。

ライフスタイルにあわせて６０万円から、最高３００万円ま

で２５種類のご利用限度額を用意しました。限度額まで何度

でも繰り返しご利用いただける頼りになる新型カードロー

ンです。

毎月の返済額は、「毎月一定額返済方式」または「毎月

の残高によって返済額が変動する方式」のいずれかをお選

びいただけます。

お急ぎの場合には、限度額のご登録後ご希望の口座への

お振込もご利用いただけますので、カードがお手元に届く

までお待ちいただくこともありません。

あらかじめ、「ご相談シート（仮審査申込書）」を使って

FAXによるご相談をしていただければ受付もスムーズで

す。（平成１５年８月２２日取扱開始）

新規取扱商品・期間限定商品・各種キャンペーンのご案内

ローンのことなら
�０１２０‐４４５‐５８８

受付時間

平日 ９：００～１７：００

預金のことなら
�０１２０‐４４５‐５８８

受付時間

平日 ９：００～１７：００
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キャンペーン商品名 ５年以内 ７年以内

マイカーローン（保証料込） ５．７５％

ニューマイカーローン（保証料別） ２．９５％ ３．３７５％ ３．７５％

マイカーローンエース（保証料別） ２．９５％ ３．３７５％ ３．７５％

教育ローン（保証料込） ４．７５％

ニュー教育ローン（保証料別） ３．３７５％ ３．７５％

■の金利は、当行に次のいずれかのお取引がある方にご利用
いただけます。
○お給料振り込み ○公共料金のお引き落とし２種類以上
○長崎 VISA カード
●ニューマイカーローン、マイカーローンエースについて
は、上記お取引のほか、優良ドライバーの方にもご利用
いただけます。

■長崎（VISA）カード

九州カード�と提携し、共同発行の形態で、クレジットカード業務を開始しました。当行
発行の VISA カードをご利用になりますと、全国や海外の加盟店でショッピングやホテル宿

泊がサインひとつでＯＫ。キャッシングサービスや各種ローンサービスもご利用いただけます。

※ギフトカードプレゼントキャンペーン実施中 対象ご入会期間 平成１７年３月３１日まで。

※カード年会費に７８７円（税込）プラスするだけで、ドライブ中のお車のトラブルに２４時間

年中無休体制でサポートする「VISA ロードサービス」のお取り扱いを開始しました。なお

ゴールドカード会員のお客さまは、ロードサービス年会費は無料です。（平成１５年１０月２１

日取扱開始）

■８Ｐ（ハッピー）定期

総合口座の定期預金作成とお取引項目に応じて、最高０．３６％の金利を上乗せ。日頃のご愛

顧への感謝を込めたサービスです。好評につき取り扱い期間を延長しています。（平成１７年

３月３１日まで）

■ながさき特別金利定期

福祉定期預金の預入資格をお持ちの方のための限定商品です。資格の対象となる年金・手当を長崎銀行でお受け

取りの方にはスーパー定期１年ものに金利を０．５％上乗せで、他の金融機関でお受け取りの方は金利０．３％でお預か

りします。お預け入れ限度額は３００万円、マル優扱いもご利用いただけます。（平成１７年２月２８日まで）

■ローン特別優遇金利キャンペーン

マイカーローン、教育ローンについてキャンペーン金利適用中（平成１６年１１月５日まで）

マイカー系ローン、教育系ローンキャンペーン、ご好評にお応えして取扱期間延長！とにかく見比べてください�

■生保窓販開始

お客さまへより充実した生命保険（個人年金）商品のサービス提供が可能となり、ライフサイクルに合わせたご

提案をいたします。（平成１５年４月１日取扱開始）

新規取扱商品・期間限定商品・各種キャンペーンのご案内

預金のことなら
�０１２０‐４４５‐５８８

受付時間

平日 ９：００～１７：００

ローンのことなら
�０１２０‐４４５‐５８８

受付時間

平日 ９：００～１７：００
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■来店感謝デー

日頃の感謝の気持ちを込めて、定期的に来店感謝デーを開催し、各支店で趣向をこら

したサービスを提供しております。

■年金ご予約サービス

年金はシルバー世代の柱。でも請求しなければ受け取れません。長崎銀行の年金ご予

約サービスでは年金の請求時期をご案内して「ついうっかり」を防ぎます。提出書類の

アドバイス、受け取り手続のお手伝いのほか、受け取り方も多様化している年金につい

ていろいろなご相談にお答えします。

さらに、「すこやか安心クラブ」で健康相談サービスが無料で受けられます。

■ながさき年金定期３５０

大切な年金は大切に殖やしたいもの。長崎銀行で年金をお受け取りの方、受け取り手続がお済みの方への限定サー

ビスです。１年ものスーパー定期（１００万円まで）を金利１％で、１００万超～３５０万円までを０．５％（預入限度：合計

で３５０万円）でお預かりします。（平成１７年３月３１日まで）マル優扱いもご利用いただけます。

■すこやか安心クラブ

長崎銀行で年金をお受け取りの方、受け取り手続がお済みの方のためのクラブです。健康・医療・介護について、

専門のスタッフがお答えする《無料電話相談サービス》を行っています。

年金関連のご案内

預金のことなら
�０１２０‐４４５‐５８８

受付時間

平日 ９：００～１７：００
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融資業務のご案内
長崎銀行では、地域の発展をお手伝いすることを第一に心がけております。
地域の企業、事業主の皆さまのさまざまなニーズにお応えし、運転資金、設備資金の一般ご融資のほ

か、手軽な事業者ローン、事業者カードローンなどもご用意いたしております。
このほか、県、市町村の各種制度融資や中小企業金融公庫、国民生活金融公庫および事業団等の代理

貸付も積極的に取扱っております。
また、個人の皆さまへのご融資としては、住宅ローンをはじめ、マイカーローン、教育ローン、カー

ドローンなどを取りそろえるとともに、より豊かな暮らしのお役に立つため、これからも時代に即した
各種ローンの開発に努めてまいります。

■ながさき住宅系ローン

住宅の新築・増改築・土地の購

入、住宅資金の借替え等、幅広く

ご利用いただけるローンです。安

心なサポート保険付もあります。

■ながさきリフォームローン

ご自宅の増改築、駐車場、造園、

家具・インテリア購入など幅広く

ご利用いただける担保不要のロー

ンです。

■ながさき資金使途自由型ローン

お使いみちご自由のローンです。

審査スピードを短縮した新商品を

加え、さらにワイドにご利用いた

だけるようになりました。

■ながさきマイカー系ローン

車・二輪車購入、修理、車検、

車庫新築・修理など、お車のあら

ゆる用途にご利用いただけます。

新型ローンも加え、さらに充実し

ました。

エース

■ながさきキャッシュＡ

電話１本でいくらまでキャッシン

グ可能かすぐにお答えいたします。

■ながさきおまとめローン

消費者金融・信販・クレジット、

銀行ローン等のお借入を一本化し、

返済負担を軽減するための専用ロー

ンです。お気軽にご相談ください。

■ながさきカード系ローン

銀行の休日でも大丈夫、アクティ

ブなあなたを応援します。ご利用状

況により利用限度額の増額ができる

新型ローンもお取扱中です。

■ながさき教育系ローン

私立中学校、高校、専門学校、大

学等へのご入学・在学資金、海外留

学等にもご利用いただけます。

■企業や商店の繁栄のために

ローンの種類 お 使 い み ち ご融資額 ご融資期間

事業者カードローン
地元中小企業、事業主の皆さま向けの季節運転資金や経営安定資金にご利用

いただく融資です。
１００万円～１，０００万円 ２年（再審査）

な が さ き ク イ ッ ク

ビ ジ ネ ス ロ ー ン

地元中小企業、事業主の皆さま向けの運転資金にご利用いた

だける、原則無担保・第３者保証人不要・翌日回答の融資で

す。

一 括 返 済

分 割 返 済

手 形 割 引

保証付分割

５００万円以内

１，０００万円未満

１，０００万円未満

５００万円以内

７日～６ヵ月

６ヵ月～２年

－

３ヵ月、６ヵ月、１年、２年、３年

キャッシュＡのことなら
�０１２０‐２９６‐９１９

受付時間

平日 ９：００～１９：００

ローンのことなら
�０１２０‐４４５‐５８８

受付時間
平日 ９：００～１７：００

■ながさき目的プランローン

メディカル、リビング、ブライ

ダル、カルチャー、トラベル、パ

ソコン、ペットの７つのプランに

最適のローンです。
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■豊かな生活の実現のために
■ローンのご案内

ローンの種類 お 使 い み ち ご融資額 ご融資期間

住 宅 ロ ー ン
変 動 金 利 型
固 定 金 利 型
固 定 選 択 型

住宅の新築・購入・増改築やマンション・住宅用地の購入な
ど、マイホーム作りのためのローンです。 １００万円～５，０００万円 １年～３５年

ニューホームローン
変 動 金 利 型
固 定 金 利 型
固 定 選 択 型

住宅・アパート等の新築・購入に幅広くお役立てください。
（熊本県内店のみでのお取扱いです） ５０万円～１億円 １年～３０年

ワ イ ド ロ ー ン（Ｌ）
変 動 金 利 型 お使いみちご自由の大型ローンです。 １００万円～１億円 １年～３０年

アパートローン（Ｌ．Ｖ）
変 動 金 利 型

アパートの新築・購入・増改築・アパート資金の借替えにご
利用ください。 ３００万円～３億円 １年～３０年

公的資金借換ローン
変 動 金 利 型
固 定 金 利 型

公的住宅資金を無担保で低利に借り換えるためのローンです。１０万円～６００万円 １年～１２年

リ フ ォ ー ム ロ ー ン
変 動 金 利 型
固 定 金 利 型

ご自宅の増改築等リフォームの様々な用途にご利用いただけ
る担保不要のローンです。 １０万円～５００万円 １年～１０年

お ま と め ロ ー ン
消費者金融資金借入、信販・クレジット、銀行ローンなどの
お借入を一本にまとめ、ご返済負担を軽減するための専用
ローンです。

１０万円～３００万円 ６ヵ月～７年

ワイドローン〈無担保型〉 お使いみちご自由のお手軽なローンです。 １０万円～３００万円 ６ヵ月～７年

パ ー ソ ナ ル ロ ー ン お使いみちご自由のお手軽なローンです。 １０万円～３００万円 ６ヵ月～７年

ゆ と り の ロ ー ン お使いみちご自由の大型無担保ローンです。 １０万円～５００万円 １年～１０年

給 振 ・ 財 形 ロ ー ン 給振・財形のお客さまに特典のあるローンです。 １０万円～３００万円 ６ヵ月～７年

目 的 プ ラ ン ロ ー ン
メディカル、リビング、ブライダル、カルチャー、トラベル、
パソコン、ペットの７つのプランに最適のローンです １０万円～３００万円 ６ヵ月～７年

ファミリーカーローン
車・バイクの購入、修理、車検費用等にご利用いただけます。１０万円～３００万円 ６ヵ月～７年

マ イ カ ー ロ ー ン

マ イ カ ー ロ ー ン A 「ご予約」によりマイカー資金を安心してご利用いただけます。１０万円～３００万円 ６ヵ月～７年

教育ローン〈�型〉 中学校から大学、専門学校、海外留学、カルチャースクール
等の教育資金にご利用いただけます。 １０万円～５００万円 ６ヵ月～１０年

教 育 ロ ー ン
教育資金に最適なローンです。海外留学や通信教育にもご利
用いただけます。 １０万円～３００万円

在学中元金据置
卒業後６年（計１０年）
以内

年 金 ロ ー ン 年金を受給されている方のためのローンです。 １０万円～１００万円 ６ヵ月～３年

社 員 ロ ー ン 提携企業の役職員の方のためのローンです。 １０万円～３００万円 ６ヵ月～７年

ワイドカードローン
ご利用限度額まで何度でも繰り返してご利用いただけるお使
いみちご自由のカードローンです。

２０万円～２００万円の６コース 〈１年自動更新〉

カ ー ド ロ ー ン
グリーンカードローン

２０万円～２００万円の５コース
〈１年自動更新〉

２０万円～２００万円の７コース

キ ャ ッ シ ュ エ ー ス
スピード審査で、いくらまでキャッシング可能かお答えしま
す。主婦・パート・学生の方もご利用いただけるカードロー
ンです。

１０万円～２００万円の９コース 〈１年自動更新〉

ウルトラキャッシュ
毎月のご返済方法が「一定額返済」と「残高スライド返済」
から選べる大型カードローンです。

６０万 円～３００万 円 の２５
コース 〈１年自動更新〉

各種ローン等のご利用に際しましては、ご契約上の規定、ご返済方法（返済日、返済額など）、ご利用限度額、現在のご利用額等に十分ご留意ください。
詳しくは窓口でご相談いただくか、ポスター・パンフレット等をご覧ください。

（平成１６年５月３１日現在）
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預金業務のご案内
長崎銀行では、お客さまのさまざまなニーズにお応えし、安全、確実な

資産形成ができる「ながさきスーパー定期」をはじめ、将来への準備とし

て「ながさきスーパー積金」、ひとまず預けておきたいときのために「な

がさき貯蓄預金」など、お客さまにご満足いただける商品を数多くご用意

いたしております。

長崎銀行は、これからも個人、事業主、企業の皆さまの利便性を考えて、各種商品の充実とサービスの向上に努

めてまいります。

■預金のご案内

預 金 の 種 類 特 色 期 間 お預け入れ額

総 合 口 座

使う、貯める、借りるの働きが１冊の通帳で。給料、年金の自動受
け取りや、公共料金等の自動支払いにご利用ください。自動継続の
定期預金等をセットすると、定期預金の合計金額の９０％、最高３００
万円までの自動融資が利用でき、いざというときに便利で安心です。

出し入れ自由 １円以上

普 通 預 金
家計簿がわりのご預金として、給与、年金、配当金などの自動受取
りや、公共料金等の自動支払いにご利用ください。 出し入れ自由 １円以上

当 座 預 金
小切手でお支払いができますので、企業や商店の効率的な資金管理
に最適です。 出し入れ自由 １円以上

通 知 預 金 ７日間以上の短期間の資金運用に有利なご預金です。 ７日間以上 ５万円以上

納 税 準 備 預 金 納税用のご預金です。 お引出しは納
税時 １円以上

な が さ き 貯 蓄 預 金
お預け入れ・お引出し自由。普通預金感覚で、お預け入れ残高が増
えるほど有利な利率になる金額階層別金利です。 出し入れ自由 １円以上

積
立
預
金

ながさきスーパー積金 プランに合わせて毎月１，０００円以上を積立てる定期積金です。 １年、２年、３
年、４年、５年 １，０００円以上

ロマン積立定期預金 目標にあわせて積立額を設定できるお気軽で有利な積立です。 ３ヵ月以上
３年まで １，０００円以上

エンドレス型積立定期預金
毎回のお預け入れ分が、複利で増える自由積立。必要な時に必要な金
額だけお引出し可能で、総合口座にセットすることもでき、便利です。積立期間は自由 １円以上

定
期
預
金

期日指定定期預金
お預け入れ期間は最長３年。１年経過後は、ご預金の一部引出しも
でき、有利で便利な定期預金です。

１年以上
最長３年

１万円以上
３００万円未満

ながさきスーパー定期
お預け入れ期間は最長５年。商品によっては一部引出しも可能で、総
合口座もご利用いただけます。 １ヵ月～５年 １００円以上

大 口 定 期 預 金
大口資金の運用に適した高利回り定期預金です。総合口座もご利用
いただけます。 １ヵ月～５年 １，０００万円以上

変動金利定期預金
お預け入れ期間中は半年ごとに当行所定の方式により、市場金利の
動向にあわせて金利が変動します。 １年～３年 １００円以上

財
形
口
座

一 般 財 形 預 金
給料・ボーナスからの天引き預金で手間をかけずに、知らず知らずのうちに
大きな貯えが作れます。サラリーマンの方にぜひお勧めしたいご預金です。 ３年以上 １００円以上

財 形 年 金 預 金
老後の生活プランに合わせる大切な預金です。高利回りで非課税枠
５５０万円の特典が受けられます。

積立期間５年以上
据置期間６ヵ月以上
５年以内 受取期間
５年以上２０年以内

１００円以上

財 形 住 宅 預 金
住宅取得を目的とした、給与・ボーナスからの天引き預金です。高
利回りで、非課税枠５５０万円（財形年金と併用の場合は、併せて５５０
万円）の特典が受けられます。

積立期間
５年以上 １００円以上

（平成１６年５月３１日現在）
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証券業務・各種サービス業務のご案内

長崎銀行は、お客さまの多様な資金運用ニーズにお応えするため、公共債の窓口販売業務やディーリング業務を行う
など、証券業務の拡充に取り組んでおります。
これからも引き続き、より有利で便利な商品サービスを提供し、お客さまのニーズにお応えできるよう努めてま

いります。

�公共債の窓口販売
長期利付国債、中期利付国債等の新規発行債のお取扱いをしております。
�ディーリング業務
既に発行されている公共債の売買業務を行っております。

各種サービスのご案内

証券業務

■各種サービスのご案内

サービスの種類 内 容
外 貨 両 替 外貨の両替や旅行小切手のお取扱いを行っています。

内 国 為 替 全銀ネットワークを通じ、全国どこへでも迅速・確実にお振り込み・ご送金・代金取立などを行います。

自動支払いサービス

毎月きまって支払う公共料金、ローンのご返済などを預金口座から自動的に振り替えてお支払いする
サービスです。集金のわずらわしさもなく、通帳のお支払い明細は家計簿がわりになります。
自動支払いをご利用いただける主なもの
●電気料金●ガス料金●電話料金●ＮＨＫ受信料●水道料●税金●社会保険料（国民健康保険・厚生年金・国民年金など）●生命保険料

●損害保険料●住宅金融公庫●お買物代金（ＶＩＳＡ・ＵＣなど）●校納金（幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学）

自動受け取りサービス

給 与 振 込
従業員の方にも事業主の方にも、ご好評いただいております。経理事務の省力化
あるいは給料資金の盗難防止に、便利で安全な給与振込サービスをご利用くださ
い。

年 金 受 取 大切な年金が、最初の簡単な手続きで自動的にご指定の預金口座に振り込まれ、
その日からお利息がつきます。

配 当 金 お手持ちの株式の配当金が、受取り日にご指定の預金口座に自動的に振り込まれ
ます。領収書の紛失・盗難や期日忘れのご心配がなくなり、大変便利です。

保 管 サ ー ビ ス
貸 金 庫 預金証書、有価証券などお客さまの財産を安全に保管いたします。

夜 間 金 庫 銀行の窓口終了後、お店の売上金など安全にお預かりし、翌営業日にご指
定の預金口座にご入金いたします。

情報提供サービス

長崎銀行すこやか
安 心 ク ラ ブ

当行で年金をお受取りの方々を対象に、フリーダイヤルによる健康・医療・介護
についての無料相談サービスを実施しております。

長崎情報クラブ
「 ア ー チ 」

経営セミナー・新入社員研修・経営相談・情報レポート・月刊誌等のサービスが
ご利用になれます。

税 務 相 談 お客さまの税務に関する相談にお応えするため、顧問税理士による無料相談サー
ビスを行っております。

長崎（ＶＩＳＡ）カード
九州カード�と提携し、共同発行の形態で、クレジットカード業務を開始しました。当行発行の VISA
カードをご利用になりますと、全国や海外の加盟店でショッピングやホテル宿泊がサインひとつで
OK。キャッシングサービスや各種ローンサービスもご利用いただけます。

ファーム・バンキングサービス

プッシュホン・ファクシミリ・ホームユース（ディスプレイ付多機能電話）・パソコンを利用して次の
サービスを行っています。
�１振込入金・取立手形入金・入出金明細の通知サービス
契約口座で発生した取引内容を自動的にお客さまにご連絡するサービスです。

�２振込入金・取立手形入金・入出金明細・自動支払・残高照会の取引照会サービス
お客さまから照会があった場合、契約口座で発生した取引内容を回答するサービスです。

�３振込・振替サービス
お客さまがご自分でホームユース端末やパソコンを操作し振込や口座間の振替を行うサービスです。

�４一括データ伝送サービス
お客さまのパソコンから総合振込、給与振込のデータを伝送していただき振込指定日に振込を行う

サービスです。

インターネットバンキング

パソコンやweb アクセス可能な携帯電話から残高照会・入出金明細照会・振込・振替が可能です。
振込手数料もお得になっています。
ご利用時間帯：平日４：００（月曜日は７：００）～翌日３：００ 休日４：００～翌日３：００（日曜は当日
２３：００）※ただし、正月三が日と５月３日～５日はお休みさせていただきます。（平日１５：００以降お
よび休日の振替・振込は、翌営業日までの「予約」のお取り扱いとさせていただきます。）

キャッシュカード
長崎銀行のカードは、Mics（全国キャッシングサービス）のマークのある第二地銀、都市銀行、地方
銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、系統農協、労働金庫および郵便局のＣＤ・ＡＴＭでご利用い
ただけます。ご旅行やご出張・お子さまの学資金の仕送りに大変便利です。

キャッシングサービス 当行提携のクレジット会社等が発行するカードによるキャッシングサービスについて、ＣＤ・ＡＴＭ
によるお取扱いができます。

デ ビ ッ ト カ ー ド
現在お持ちのキャッシュカードがそのままデビットカードに。お買い物の時にカードを提示すれば、
専用端末機を通してお客さまの預金口座から代金が即時に引き落とされます。現金を持ち歩く必要が
なく、「使いすぎ」の心配もないため、注目を集めているサービスです。

（平成１６年５月３１日現在）
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手数料はいずれも消費税込（平成１６年５月３１日現在）

■ＣＤ・ＡＴＭによるお支払い手数料

カード
当行

ＳＢＫ加盟行
福岡シティ銀行
西 日 本 銀 行
沖縄海邦銀行

他 行
郵便局
（カード
入金含）

平

日

８：００～８：４５ １０５円 １０５円 ２１０円
８：４５～１８：００ 無料 無 料 １０５円
１８：００～２１：００ １０５円 １０５円 ２１０円

土

曜

９：００～１４：００ 無料 無 料 １０５円
１４：００～１７：００ １０５円 １０５円 ２１０円
１７：００～１９：００ １０５円 お取り扱いできません

土
曜
以
外
の
休
日

９：００～１７：００ １０５円 １０５円 ２１０円

１７：００～１９：００ １０５円 お取り扱いできません

■インターネット・ファームバンキングサービス手数料

種 類 基本手数料（月額）
インターネット・バンキング １０５円（平成１７年３月３１日まで無料）
テ レ ホ ン サ ー ビ ス 無 料
ファクシミリサービス １，０５０円
ホームユースサービス １，０５０円
パ ソ コ ン サ ー ビ ス １，０５０円
一括データ伝送サービス ８，４００円

《ＳＢＫ加盟行》
・長崎銀行・福岡中央銀行・佐賀共栄銀行・熊本ファミリー銀行
・豊和銀行・宮崎太陽銀行・南日本銀行
（カードおよび通帳によるご入金、通帳記帳も可能です。）

《郵貯カード》
ご入金も可能です。（上記手数料がかかります）

■貸金庫関係使用料

貸 金 庫 使 用 料
（年 額） 容積（高さ×幅×奥行）
１６，０００�未満 ７，３５０円 ２４，０００～３２，０００�未満 １０，５００円
１６，０００～２４，０００�未満 ８，９２５円 ３２，０００�以上 １５，７５０円

簡 易 貸 金 庫 使 用 料 （年 額）４，２００円

■夜間金庫使用料

基 本 料 金 （月 額） ３，１５０円
専用入金帳発行手数料 １冊につき ４，２００円

■その他

保 護 預 り 手 数 料 （年 額） １個につき ３，１５０円
通 帳 再 発 行 手 数 料 １冊につき １，０５０円

カードローン使用手数料
カードローン１契約につき２，１００円�
�
�
最初にご利用いただいた直後の約定返済日にカードローン口座から自動��

�引落しさせていただきます。

カ ー ド 再 発 行 手 数 料
キャッシュカード １枚につき １，０５０円
ロ ー ン カ ー ド １枚につき １，０５０円

残高証明書発行手数料 １通につき 継続発行 ３１５円、都度発行 ４２０円、英文による発行５２５円、
当行制定帳票外での発行 １，０５０円

国債等の保護預り手数料 （年 額） １口座につき １，２６０円
個人ローン無担保証貸実行手数料 実行１件につき １，０５０円
プロパー証貸条件変更手数料 条件変更１件（債権）につき ５，２５０円

■両替手数料

両替枚数
（紙幣及び硬貨の合計枚数）

手数料 両替枚数
（紙幣及び硬貨の合計枚数）

手数料

１～１００枚 無料 ６０１～ ７００枚 ６３０円
１０１～２００枚 １０５円 ７０１～ ８００枚 ７３５円
２０１～３００枚 ２１０円 ８０１～ ９００枚 ８４０円
３０１～４００枚 ３１５円 ９０１～１，０００枚 ９４５円
４０１～５００枚 ４２０円 １，０００枚以上 １，０５０円
５０１～６００枚 ５２５円

■主な手数料のご案内

■振込手数料

種 類 ３万円未満 ３万円以上

振 込

窓 口 ご 利 用 の 場 合

同 一 店 あ て ２１０円 ４２０円
当行本・支店あて福岡シティ銀行 ３１５円 ５２５円

他 行 あ て ６３０円 ８４０円

ATM振込およびファームバンキング（振込サービス）・
インターネットバンキングご利用の場合（ファームバンキング・
インターネットバンキングご利用の場合、同一店あては無料です）

同 一 店 あ て １０５円 ２１０円
当行本・支店あて福岡シティ銀行 １０５円 ３１５円

他 行 あ て ４２０円 ６３０円

代 金 取 立
当 行 本 ・ 支 店 あ て １通 ４２０円

他 行 あ て 至 急 扱 い １通 ８４０円
普 通 扱 い １通 ６３０円
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ネットワーク
平成１６年３月３１日現在

平日稼働

開始 終了

休日稼働

●印

外貨両替店

住宅金融公庫
業務取扱店

ＡＴＭ 平 日 ８：４５～１８：００ 時間表示があるATM・CDはお取扱い時間が異なります。

お取扱い時間 土・日・祝 ９：００～１７：００ また、ATM稼働時間内はご入金ができます。

（注）休日稼働時間延長店…本店営業部（１９：００終了）、佐世保支店（１８：００終了）

長
崎
県

８：００ ２１：００ ● 本店営業部…�０９５‐８２５‐４１６１ 長崎市栄町３番１４号

２１：００ ● 銅座町支店…�０９５‐８２６‐９２６１ 長崎市銅座町９番１４号

思案橋支店…�０９５‐８２６‐７１４６ 長崎市油屋町４番７号

１９：００ ● 新大工町支店…�０９５‐８２６‐６３６１ 長崎市新大工町４番１４号

長崎駅前支店…�０９５‐８２６‐９３３８ 長崎市大黒町１１番１号

新戸町支店…�０９５‐８７８‐１７０９ 長崎市新戸町２丁目２番３１号

江 川 支 店…�０９５‐８７８‐５１１５ 長崎市江川町１９５番地

８：００ １９：００ ● 戸 石 支 店…�０９５‐８３０‐１１２１ 長崎市戸石町１７３９番地６

８：００ ２１：００ ● 千 歳 支 店…�０９５‐８４９‐１１３０ 長崎市千歳町３番８号サンパーク住吉ビル内

８：００ １９：００ ● 浦 上 支 店…�０９５‐８４４‐０１０４ 長崎市松山町４番３２号

城 山 支 店…�０９５‐８４７‐１０２０ 長崎市城栄町３２番３号

８：００ １９：００ ● 滑 石 支 店…�０９５‐８５６‐２１６１ 長崎市大園町５番６号

８：００ ２０：００ ● 長 与 支 店…�０９５‐８８３‐６２２１ 西彼杵郡長与町嬉里郷字六反田７０１番地

２０：００ ● 時 津 支 店…�０９５‐８４０‐２２３０ 西彼杵郡時津町浦郷２７２番地３

２１：００ ● 諫 早 支 店…�０９５７‐２２‐３３４７ 諫早市上町３番１３号

１９：００ ● 大 村 支 店…�０９５７‐５２‐３１８１ 大村市東本町２番地４

西大村支店…�０９５７‐５３‐６２１０ 大村市西大村本町３２４番地７

１９：００ ● 島 原 支 店…�０９５７‐６２‐４１２１ 島原市弁天町１丁目７０８０番地

三 会 支 店…�０９５７‐６２‐６８６８ 島原市亀の甲町乙１６５８番地５

１９：００ ● 有 明 支 店…�０９５７‐６８‐１１３１ 南高来郡有明町湯江甲２６３番地１

１９：００ ● 口之津支店…�０９５７‐８６‐４１５１ 南高来郡口之津町甲２１７５番地１

１９：００ ● 佐世保支店…�０９５６‐２２‐６１７１ 佐世保市松浦町４番２２号

早 岐 支 店…�０９５６‐３８‐３１５１ 佐世保市早岐１丁目３番１４号

大 崎 支 店…�０９５９‐３４‐２０５１ 西彼杵郡大島町１８９４番地２６

● 大瀬戸支店…�０９５９‐２２‐００７３ 西彼杵郡大瀬戸町瀬戸樫浦郷字小浦２２７８番地２６

佐
賀
県

佐 賀 支 店…�０９５２‐２４‐２２８１ 佐賀市松原３丁目１番３１号

唐 津 支 店…�０９５５‐７２‐５１４８ 唐津市材木町２２１１番地

有 田 支 店…�０９５５‐４２‐４１０４ 西松浦郡有田町中部丙９３０番地４

福岡県 博 多 支 店…�０９２‐４１５‐３１２０ 福岡市博多区博多駅中央街８番３６号博多ビル３Ｆ

熊
本
県

熊 本 支 店…�０９６‐３５２‐７１５５ 熊本市下通１丁目８番２０号

水前寺支店…�０９６‐３８１‐９２８１ 熊本市水前寺公園１番２０号

八 代 支 店…�０９６５‐３２‐３１６１ 八代市通町１番１２号

天 草 支 店…�０９６９‐２２‐５２２１ 本渡市大浜町６番５号
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本　　店�
銅 座 町�
思 案 橋�
新大工町�
長崎駅前�
新 戸 町�
江　　川�
戸　　石�

博　多�

千　歳�
浦　上�
城　山�
滑　石�
�

佐世保�

早岐�
西大村�

大村�

有田�

佐賀�

福岡�

水前寺�
熊本�

八代�天草�

唐津�

有明�
三会�

島原�
口之津�

諫早�長与�
時津�

大瀬戸�

大崎�

長崎�

長
崎
県�

佐
賀
県�

熊
本
県�

福
岡
県�

■CD

平日稼働時間 休日稼働時間

開 始 終 了 開 始 終 了
１０：００ １８：００ １０：００ １７：００ 長 崎 西 洋 館（休日は土曜のみ稼働）

■ATM ＡＴＭ稼動時間内はご入金ができます

平日稼働時間 休日稼働時間

開 始 終 了 開 始 終 了
８：４５ １８：００ － － 稲 佐
９：００ １８：００ ９：００ １７：００ 三 原 台 病 院（休日は土曜のみ稼働）
１０：００ ２０：００ １０：００ １９：００ 夢 彩 都
８：４５ １８：００ ９：００ １７：００ 住 吉
８：４５ １８：００ － － 昭 和 町
８：４５ １９：００ ９：００ １７：００ 道 の 尾
９：００ １８：００ ９：００ １７：００ 浜 町
８：００ ２１：００ ９：００ １９：００ ア ミ ュ プ ラ ザ 長 崎
８：４５ １９：００ ９：００ １７：００ 滑石ショッピングセンター
１０：００ １９：００ １０：００ １７：００ ジョイフルサンショッピングプラザ江川店
１０：００ ２１：００ １０：００ １９：００ ジ ャ ス コ 時 津 店
８：４５ １８：００ ９：００ １７：００ 福 田
１０：００ ２１：００ １０：００ １９：００ ジ ャ ス コ 大 村 店
９：００ ２０：００ ９：００ １７：００ ま る た か 富 の 原 店

■店舗外キャッシュコーナー
平成１６年３月３１日現在

現金自動支
払機（ＣＤ）

現金自動預入支
払機（ＡＴＭ）

店舗内設置台数 ０ ３７

店舗外設置台数 ２（共同ＣＤ） １４

計 ２ ５１

■現金自動機器設置台数
平成１６年３月３１日現在
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総
合
企
画
部�

人
事
総
務
部�審

　
査
　
部�

管
　
理
　
部�

企
業
支
援
室�

資
産
査
定
室�

審　査　本　部� 営
業
統
括
部�

事
　
務
　
部�

監
　
査
　
部�

人
事
・
教
育
グ
ル
ー
プ�

総
務
グ
ル
ー
プ�

営
業
企
画
グ
ル
ー
プ�

営
業
推
進
グ
ル
ー
プ�

お
客
さ
ま
相
談
室�

事
務
グ
ル
ー
プ�

シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ�

資
金
証
券
グ
ル
ー
プ�

証
券
営
業
グ
ル
ー
プ�

リ
ス
ク
管
理
・
法
務
グ
ル
ー
プ�

企
画
グ
ル
ー
プ�

主
計
グ
ル
ー
プ�

株主総会�

取締役会�
監 査 役 �

（
監
査
役
会
）�

（7部、3室、11グループ）�

あゆみ
大正元年１１月 １９１２ 長崎貯金株式会社設立（創業）
大正５年５月 １９１６ 長崎無尽株式会社と改称
大正１３年４月 １９２４ 本店を現在地に移転
昭和１６年８月 １９４１ 昭和無尽株式会社と合併

新立長崎無尽株式会社を設立
昭和１７年４月 １９４２ 諫早無尽株式会社を吸収合併
昭和２６年９月 １９５１ 資本金１億円となる

１０月 相互銀行法施行に伴い長崎相互銀
行と改称

昭和２９年４月 １９５４ 内国為替取扱開始
６月 日本銀行と当座取引開始

昭和３３年５月 １９５８ 長崎相互銀行健康保険組合設立
昭和３７年９月 １９６２ 資金量１００億円達成
昭和４３年４月 １９６８ 資本金２億円となる
昭和４７年１月 １９７２ バンクイメージ「こころのぎんこ

う」決まる
昭和４８年３月 １９７３ 長崎相互銀行奨学育成基金設立

１０月 資本金４億円となる
昭和４９年４月 １９７４ 外貨両替業務開始
昭和５１年１２月 １９７６ 資金量１，０００億円達成
昭和５２年１月 １９７７ 資本金８億円となる
昭和５３年２月 １９７８ 行員持株会発足

４月 資本金８億８千万円となる
１１月 日本銀行貸出取引開始

昭和５４年２月 １９７９ 全銀データ通信システム加盟
１０月 預金オンライン・スタート

昭和５６年１１月 １９８１ 相銀ワイドサービス加盟
昭和５８年４月 １９８３ 国債の窓口販売業務開始
昭和６１年１０月 １９８６ 総合オンライン完了
昭和６２年６月 １９８７ ディーリング業務開始

１２月 資本金１５億円となる
平成元年２月 １９８９ 長崎銀行と改称

１２月 資本金２６億７千万円となる
平成３年２月 １９９１ サンデーバンキング業務開始
平成４年１１月 １９９２ 創業８０周年を迎える
平成７年５月 １９９５ システムバンキング九州共同セン

ター第３次オンラインシステム加
盟

平成１２年１月 ２０００ 資本金４１億円となる
平成１３年６月 ２００１ 資本金５１億２千万円となる

株式会社福岡シティ銀行の関連会
社となる

平成１３年１２月 株式会社福岡シティ銀行の子会社
となる

平成１４年３月 ２００２ 福岡県内１０店舗を株式会社福岡シ
ティ銀行へ営業譲渡

平成１６年３月 ２００４ 資本金９１億１千９百万円となる

■組織図
取締役頭取 高田 浩司
専務取締役 野田 誠吾
常務取締役 物部 �秀
取 締 役 松本 範幸 本店営業部長委嘱
取 締 役 窪田喜久雄 審査本部長委嘱
常勤監査役 大森 一宏
非常勤監査役 宮崎 誠
非常勤監査役 西田 正治

■役員一覧 （平成１６年６月２９日現在）
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銀行法施行規則に基づく索引

このディスクロージャー誌は、銀行法第２１条に基づいて作成しております。
銀行法施行規則に規定された開示項目は、以下の頁に掲載しております。

銀行法施行規則第１９条の２…銀行単体の開示項目

１ 概況・組織 ―――――――――――――――――――
イ 経営の組織…………………………………………………２６

ロ 大株主（１０位以上）に関する事項………………………２８

ハ 役員の氏名・役職名………………………………………２６

ニ 営業所の名称・所在地………………………………２４～２５

２ 主要な業務の内容 …………………………………１９～２３

３ 主要な業務に関する事項 ――――――――――――
イ 営業の概況（直近の営業年度）…………………………２９

ロ 主要な業務の状況を示す指標（直近の５営業年度）…３０

ハ 業務の状況を示す指標（直近の２営業年度）

別表●主要な業務の状況を示す指標

１ 業務粗利益・業務粗利益率………………………４３

２ 資金運用収支・役務取引等収支・
その他業務収支……………………………………４３

３ 資金運用勘定・資金調達勘定の平均残高・
利息・利回り…………………………………４３～４４

総資金利鞘…………………………………………４３

４ 受取利息・支払利息の増減………………………４４

５ 総資産経常利益率・資本経常利益率……………４３

６ 総資産当期純利益率・資本当期純利益率………４３

●預金に関する指標

１ 預金・譲渡性預金の平均残高……………………３９

２ 定期預金の残存期間別残高………………………３９

●貸出金等に関する指標

１ 貸出金の平均残高…………………………………３９

２ 貸出金の残存期間別残高…………………………４０

３ 貸出金・支払承諾見返の担保の種類別残高……４０

４ 貸出金の使途別残高………………………………４０

５ 業種別の貸出金残高・貸出金総額に占める割合…４０

６ 中小企業等に対する貸出金残高・
貸出金総額に占める割合…………………………４０

７ 特定海外債権の国別残高………該当ございません

８ 預貸率………………………………………………４０

●有価証券に関する指標

１ 商品有価証券の平均残高…………………………４１

２ 有価証券の残存期間別残高………………………４１

３ 有価証券の平均残高………………………………４１

４ 預証率………………………………………………４１

４ 業務運営―――――――――――――――――――――
イ リスク管理の体制…………………………………………５

ロ 法令遵守の体制………………………………………３～４

５ 直近の２営業年度における財産の状況 ―――――
イ 貸借対照表・損益計算書・損失処理計算書………３１～３８

ロ リスク管理債権……………………………………………４２

ハ 自己資本の充実の状況……………………………………４２

ニ 有価証券・金銭の信託・
デリバティブ取引の時価等…………………………３５～３６

ホ 貸倒引当金の期末残高・期中増減………………………４２

ヘ 貸出金償却…………………………………………………４２

ト 商法監査を受けている旨…………………………………２８

チ 証券取引法監査を受けている旨…………………………２８

銀行法施行規則第１９条の３…連結ベースの開示項目

平成１６年３月期は連結財務諸表を作成しておらず、連結の情報
としては、平成１５年３月期分を記載しております。

１ 概況 ―――――――――――――――――――――――
イ 主要な事業の内容・組織の構成…………………………２８

ロ 子会社等の名称・所在地・資本金など…………………２８

２ 主要な業務に関する事項 ――――――――――――
イ 営業の概況（直近の営業年度）………該当ございません

ロ 主要な業務の状況を示す指標（直近の５連結会計年度）…４５

３ 直近２連結会計年度における財産の状況 ――――
イ 連結貸借対照表・連結損益計算書・
連結剰余金計算書……………………………………４６～５３

ロ リスク管理債権……………………………………………５３

ハ 自己資本の充実の状況……………………………………５４

ニ セグメント情報……………………………………………５２

ホ 証券取引法監査を受けている旨…………………………４５

資 料 編
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親会社�

福
岡
シ
テ
ィ
銀
行�

長
崎
銀
行�

本店ほか支店32カ店�

子会社2社�
長崎総合リース�

ながさきバンクカード�

単体（当行）の情報

当行は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」に基づく監査、及び証券取引法第１９３条の２の規定に基づ
く監査を、監査法人トーマツより受けております。

●大株主

●事業の内容
当行グループは、親会社の株式会社福岡シティ銀行、当行及び子会社２社で構成され、銀行業務を中心とした金融サービスに係る事
業を行っております。

なお、当行の子会社である株式会社長崎総合リース及び株式会社ながさきバンクカードにつきましては、当行グループが属する株式
会社福岡シティ銀行グループ内での事業再編の一環として事業内容の整理縮小を行っております。そのため、平成１５年３月期まで連結
の範囲に含めておりましたが、資産、売上等から見て重要性が乏しいものとして、平成１６年３月期から連結の範囲より除外しておりま
す。

●親会社・子会社の状況

（平成１６年３月３１日現在、上位１０社）

（平成１６年６月３０日現在）

1 株主の状況

所有株式数
発行株式総数に対する
所有株式数の割合

株式会社 福岡シティ銀行 １１０，２４３千株 ８４．４８％

株式会社 あおぞら銀行 １，２６２ ０．９６

株式会社 新生銀行 １，２６２ ０．９６

長崎銀行 行員持株会 ６４３ ０．４９

株式会社 エヌ・アイ・シー ３７２ ０．２８

株式会社 親和銀行 ３３６ ０．２５

株式会社 宮崎太陽銀行 ２６８ ０．２０

株式会社 南日本銀行 ２５０ ０．１９

株式会社 西京銀行 ２２０ ０．１６

株式会社 ジョイフルサン １７０ ０．１３

計 １１５，０２８ ８８．１５

2 当行グループの概況

会社名 所在地 主要業務 設立年月日 資本金
議決権の所有

（又は被所有）割合
当行との
関 係

� 福 岡 シ テ ィ 銀 行 福岡市博多区博多駅前３‐１‐１ 銀 行 業 大正１３年８月８日 ６０，７０３ ８４．８１ 親会社
� 長 崎 総 合 リ ー ス 長崎市馬町１２番地３ リ ー ス 業 昭和５８年１０月１日 ３０ ２０．００ 子会社
�ながさきバンクカード 長崎市馬町１２番地３ クレジットカード業 平成２年２月１日 ５０ ３９．００ 子会社

百万円 ％
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金融経済環境
当期におけるわが国経済は、アジア向けを中心とした輸出の増加等を要因として、生産、設備投資が拡大し、企業収益も増加を続け
ています。
一方、長崎県の経済は、引き続き厳しい状況にありますが、生産活動が受注の増加から全体として堅調な推移となっており、景気は
持ち直しの動きが続いています。
金融情勢につきましては、日本銀行による量的金融緩和政策の継続により、短期金利は低水準の推移となりましたが、長期金利は景
気の緩やかな回復や株価の回復などから１％台半ばに上昇しました。
長崎銀行の業績
このような金融経済環境のもと、役職員一体となって営業力の強化等により業績の向上を図るとともに経営の合理化・業務の効率化
に取り組みました結果、次のような業績となりました。
預 金
預金につきましては、良質で安定的な預金増強のため個人預金を中心に積極的な営業活動を推進してまいりました結果、当期末の
預金残高は前年同期比８８億円増加し、２，５３７億円となりました。
貸 出 金
貸出金につきましては、リテール部門を中心に個人・中小零細企業の資金需要に積極的に対応を行ってまいりました結果、個人ロー
ン残高は前期比１５８億円の大幅増加となりました。しかし、一方で資産内容の健全化を図るため不良債権の最終処理を促進したこと
から、当期末の貸出金残高は前年同期比７億円の増加にとどまり、１，９９８億円となりました。
損 益
厳しい経済環境・金融環境のもとで、当行は、効率的な資金の調達・運用ならびに経営全般の効率化に取り組み収益力の強化を図っ
てまいりました。この結果、コアの業務純益は前期比１８１百万円増加し、１，４４１百万円となりましたが、長引く景気低迷による取引先
企業の業績悪化や地価の下落による担保不動産価格の目減りなど将来起こりうるリスクを再検証し、資産内容をより万全なものとす
るため、平成１６年３月期において不良債権の抜本的処理や繰延税金資産の取崩しなどを行ったことから、当期末は５，９０４百万円の純
損失となりました。
キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加、資金運用による収入の増加等により９３億６６百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還による収入等により６億４０百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入等により７９億６６百万円の収入となりました。

3 営業の概況
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（注）１．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
２．当行は関連会社がないため「持分法を適用した場合の投資利益（△は投資損失）」の記載はしておりません。
３．平成１４年３月期以前の１株当たり当期純利益（又は当期純損失）は、期中平均株式数により算出しております。
４．平成１４年３月期から、自己株式について資本に対する控除項目とされたことから、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益については、それぞれ発行済株式数か
ら自己株式数を控除して計算しております。
５．平成１５年３月期から、「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益（または当期純損失）」（以下、「１株当たり情報」という。）の算定に当たっては、「１株当たり当
期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。
また、これら１株当たり情報の算定上の基礎は、「５ 財務諸表」中、「●注記事項：１株当たり情報」に記載しております。

６．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
７．キャッシュ・フロー計算書を、平成１６年３月期から作成しておりますので、平成１５年３月期以前の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フ
ロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高については記載しておりません。
８．従業員数は、就業人員数を表示しております。

（単位：百万円）

4 主要な経営指標等の推移

平成１２年３月期 平成１３年３月期 平成１４年３月期 平成１５年３月期 平成１６年３月期

経 常 収 益 １０，８９４百万円 ８，８３５ ８，３１０ ７，３１８ ７，５８６

経 常 利 益
（ △ は 経 常 損 失 ）

８０１百万円 △６，３６１ △２，７１７ △４，７０３ △４，５８０

当 期 純 利 益
（ △ は 当 期 純 損 失 ）

１２０百万円 △５，８６４ ８０ △３，９５５ △５，９０４

資 本 金 ４，１００百万円 ４，１００ ５，１２０ ５，１２０ ９，１１９

発 行 済 株 式 総 数 ３３，５３０千株 ３３，５３０ ４３，５３０ ４３，５３０ １３０，４８６

純 資 産 額 １４，２０４百万円 ８，２５６ ９，８５６ ６，２９３ ８，５５７

総 資 産 額 ３４７，３０１百万円 ３２５，０２１ ２６０，４４３ ２５８，２１５ ２６８，２３９

預 金 残 高 ３２３，２３１百万円 ３０８，３７０ ２３５，５３２ ２４４，８８７ ２５３，７３９

貸 出 金 残 高 ２４０，３６２百万円 ２３０，６６２ １９７，０７５ １９９，１７６ １９９，８８０

有 価 証 券 残 高 ５５，９７５百万円 ５４，０７３ ３２，２５０ ２８，１５５ ２８，１８６

１ 株 当 た り 純 資 産 額 ４２３．６３円 ２４６．２２ ２２７．１９ １４５．０９ ６５．６６

１ 株 当 た り 配 当 額
（内１株当たり中間配当額）

５．００円
（ ２．５０円）

－
（ －）

－
（ －）

－
（ －）

－
（ －）

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
（△は１株当たり当期純損失）

４．４７円 △１７４．９０ １．９６ △９１．１８ △１３４．６６

潜 在 株 式 調 整 後
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

－円 － － － －

単 体 自 己 資 本 比 率
（ 国 内 基 準 ）

６．８５％ ４．４２ ６．３４ ５．２５ ７．２１

自 己 資 本 利 益 率 ０．９２％ △５２．２２ ０．８８ △４８．９８ △７９．５２

株 価 収 益 率 －倍 － － － －

配 当 性 向 １２２．２７％ － － － －

営業活動によるキャッシュ・フロー －百万円 － － － ９，３６６

投資活動によるキャッシュ・フロー －百万円 － － － ６４０

財務活動によるキャッシュ・フロー －百万円 － － － ７，９６６

現金及び現金同等物の期末残高 －百万円 － － － ３１，０７０

従 業 員 数
〔 外 、 平 均 臨 時 従 業 員 数 〕

５２９人
〔 ３５〕

５０１
〔 ４８〕

４６３
〔 ５６〕

３８０
〔 ７６〕

３５９
〔 ８２〕
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●貸借対照表 （単位：百万円）

5 財務諸表

平成１５年
３月末

平成１６年
３月末

（負債の部）

預 金 ２４４，８８７ ２５３，７３９

当 座 預 金 ４，８８９ ４，４８６

普 通 預 金 ４４，６５０ ４６，９７４

貯 蓄 預 金 ４８６ ５２８

通 知 預 金 ４９７ ５５３

定 期 預 金 １８７，８４２ １９５，９３５

定 期 積 金 ３，８７２ ２，８９９

そ の 他 の 預 金 ２，６４８ ２，３５９

借 用 金 ２，３７２ ２，２９９

借 入 金〔注記１１〕 ２，３７２ ２，２９９

そ の 他 負 債 ９２１ ９２３

未 決 済 為 替 借 ３５ ３２

未 払 法 人 税 等 １０５ １９

未 払 費 用 ５１６ ６２２

前 受 収 益 ２１０ ２０９

従 業 員 預 り 金 １ ０

給 付 補 て ん 備 金 ２ １

そ の 他 の 負 債 ４９ ３７

退 職 給 付 引 当 金 ６４９ ３４１

再評価に係る繰延税金負債〔注記８〕 １，３７９ １，０８１

支 払 承 諾 １，７１２ １，２９７

負 債 の 部 合 計 ２５１，９２２ ２５９，６８２

（資本の部）

資 本 金〔注記１２〕 ５，１２０ ９，１１９

資 本 剰 余 金 ３，１６７ ３，９９９

資 本 準 備 金〔注記１３〕 ３，１６７ ３，９９９

利 益 剰 余 金〔注記１５〕 △３，８４０ △６，１６１

当 期 未 処 理 損 失 ３，８４０ ６，１６１

土 地 再 評 価 差 額 金〔注記８〕 ２，００７ １，５９２

その他有価証券評価差額金 △１２９ ３８

自 己 株 式〔注記１６〕 △３２ △３３

資 本 の 部 合 計 ６，２９３ ８，５５７

負債及び資本の部合計 ２５８，２１５ ２６８，２３９

平成１５年
３月末

平成１６年
３月末

（資産の部）

現 金 預 け 金〔注記６〕 ２３，６３９ ３９，０５９

現 金 ６，１７７ ４，６３８

預 け 金 １７，４６２ ３４，４２１

コ ー ル ロ ー ン ５，０００ －

商 品 有 価 証 券 １０ ２４

商 品 国 債 １０ ２４

有 価 証 券〔注記６〕 ２８，１５５ ２８，１８６

国 債 １９，２２７ ２３，１０３

社 債 ６，８７２ ３，０８７

株 式 １，８７８ １，９９５

そ の 他 の 証 券 １７７ －

貸 出 金〔注記１～５、７〕 １９９，１７６ １９９，８８０

割 引 手 形 ３，３２０ ３，０６４

手 形 貸 付 ２３，４７８ １８，２３０

証 書 貸 付 １６０，７９０ １６７，１４２

当 座 貸 越 １１，５８６ １１，４４１

そ の 他 資 産 ９９６ １，１０２

未 決 済 為 替 貸 ５４ ４９

前 払 費 用 ６ ５

未 収 収 益 ２３９ ２４６

そ の 他 の 資 産 ６９６ ８０１

動 産 不 動 産〔注記８～１０〕 ７，６２１ ６，６５１

土 地 建 物 動 産 ６，９４２ ５，９７２

保 証 金 権 利 金 ６７８ ６７８

繰 延 税 金 資 産 ３，６４５ １，９７３

支 払 承 諾 見 返 １，７１２ １，２９７

貸 倒 引 当 金 △１１，７４１ △９，９３６

資 産 の 部 合 計 ２５８，２１５ ２６８，２３９
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●損益計算書 （単位：百万円） ●キャッシュ・フロー計算書

●損失処理計算書

（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期

当 期 未 処 理 損 失 ３，８４０ ６，１６１

計 ３，８４０ ６，１６１

損 失 処 理 額 ３，１６７ ３，９９９

資 本 準 備 金 取 崩 額 ３，１６７ ３，９９９
次 期 繰 越 損 失 ６７２ ２，１６１

平成１６年３月期

� 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失 △４，５４１
減価償却費 １５４
貸倒引当金の増減（△）額 △１，８０４
退職給付引当金の増減（△）額 △３０７
資金運用収益 △６，７３２
資金調達費用 ４３５
有価証券関係損益（△） △１９５
為替差損益（△） ０
動産不動産処分損益（△） ５０３
貸出金の純増（△）減 △７０３
預金の純増減（△） ８，８５２
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） △７２
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 ２，５５３
コールローン等の純増（△）減 ５，０００
資金運用による収入 ６，７２３
資金調達による支出 △３５９
その他 △３６

小 計 ９，４６７

法人税等の支払額 △１０１
営業活動によるキャッシュ・フロー ９，３６６

� 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △２１，８１４
有価証券の売却による収入 １７，００７
有価証券の償還による収入 ５，１５１
動産不動産の取得による支出 △１０２
動産不動産の売却による収入 ３８９
その他 ８

投資活動によるキャッシュ・フロー ６４０

� 財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 ７，９６７
自己株式の取得による支出 △０
財務活動によるキャッシュ・フロー ７，９６６

� 現金及び現金同等物に係る換算差額 △０

� 現金及び現金同等物の増減（△）額 １７，９７３

� 現金及び現金同等物の期首残高 １３，０９７

� 現金及び現金同等物の期末残高 ３１，０７０

平成１５年
３月期

平成１６年
３月期

経 常 収 益 ７，３１８ ７，５８６

資 金 運 用 収 益 ６，４８７ ６，７３２

貸 出 金 利 息 ６，２４８ ６，５２１
有価証券利息配当金 ２３８ ２０９
コ ー ル ロ ー ン 利 息 ０ ０
買 入 手 形 利 息 ０ －
預 け 金 利 息 ０ ０
そ の 他 の 受 入 利 息 ０ ０
役 務 取 引 等 収 益 ４００ ４６１

受 入 為 替 手 数 料 １６８ １７６
そ の 他 の 役 務 収 益 ２３２ ２８４
そ の 他 業 務 収 益 ２７０ １５１

国 債 等 債 券 売 却 益 ２６９ １５１
国 債 等 債 券 償 還 益 ０ ０
そ の 他 の 業 務 収 益 ０ －
そ の 他 経 常 収 益 １６０ ２４１

株 式 等 売 却 益 １６ ９８
そ の 他 の 経 常 収 益 １４４ １４３
経 常 費 用 １２，０２１ １２，１６７

資 金 調 達 費 用 ４１７ ４３５

預 金 利 息 ４１４ ３９１
コ ー ル マ ネ ー 利 息 ０ －
借 用 金 利 息 １ ４３
そ の 他 の 支 払 利 息 ２ ０
役 務 取 引 等 費 用 ５５４ ９０８

支 払 為 替 手 数 料 ３０ ３２
そ の 他 の 役 務 費 用 ５２３ ８７６
そ の 他 業 務 費 用 ２４８ ５４

商品有価証券売買損 ０ ０
国 債 等 債 券 売 却 損 ９ ５４
国 債 等 債 券 償 却 ２３８ －
そ の 他 の 業 務 費 用 － ０
営 業 経 費 ４，８５８ ４，６８４

そ の 他 経 常 費 用 ５，９４２ ６，０８４

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ４，９７３ ６，０１６
株 式 等 売 却 損 ０ １
株 式 等 償 却 ９２５ ０
そ の 他 の 経 常 費 用 ４４ ６５
経 常 損 失 ４，７０３ ４，５８０

特 別 利 益 ４７２ ６１０

動 産 不 動 産 処 分 益 ８４ ２３
償 却 債 権 取 立 益 ２９６ ２４
特定債務者支援引当金取崩額 ９０ －
そ の 他 の 特 別 利 益〔注記１〕 ２ ５６２
特 別 損 失 ２０１ ５７１

動 産 不 動 産 処 分 損 １６ ５２７
そ の 他 の 特 別 損 失〔注記２〕 １８５ ４３
税 引 前 当 期 純 損 失 ４，４３２ ４，５４１

法人税、住民税及び事業税 １１３ １６

法 人 税 等 調 整 額 △５８９ １，３４７

当 期 純 損 失 ３，９５５ ５，９０４

前 期 繰 越 利 益
８４ △６７２

（△は前期繰越損失）

土地再評価差額金取崩額 ３０ ４１５

当 期 未 処 理 損 失 ３，８４０ ６，１６１
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●重要な会計方針（平成１６年３月期）

●注記事項：貸借対照表関係（平成１６年３月末）

１．商品有価証券の評価基準
及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。

２．有価証券の評価基準及び
評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社
株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の
市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平
均法による原価法又は償却原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。

３．固定資産の減価償却の
方法

� 動産不動産
動産不動産は、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 １０～５０年
動 産 ３～２０年

� ソフトウェア
自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により
償却しております。

４．外貨建資産及び負債の
本邦通貨への換算基準

外貨建の資産・負債については、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

５．引当金の計上基準 � 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という）に
係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という）に係る債権につい
ては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び
保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状
況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債
権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債
務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権について
は、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か
ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っ
ております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額
及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直
接減額しており、その金額は１６，１１７百万円であります。

� 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
なお、数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）
による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。
また、会計基準変更時差異（１，０５０百万円）については、１５年による按分額を費用処理しており
ます。
（追加情報）
当行は、確定企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成１６年２月２５日に
厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けました。当行は、「退職給付会計に関する実
務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第１３号）第４７－２項に定める経過
措置を適用し、当該将来分返上認可の日において代行部分に係る退職給付債務と年金資産を消滅
したものとみなして会計処理しております。
本処理に伴う当事業年度における損益に与えている影響額は、特別利益として５６１百万円計上し
ております。
また、当事業年度末日現在において測定された返還相当額は、１，５１８百万円であります。

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

７．キャッシュ・フロー計算
書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日
本銀行への預け金であります。

８．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、動産不動産に係る控除対象外消費税等は個々の資産の取得原価に算入しております。

１．貸出金のうち、破綻先債権額は１，８５２百万円、延滞債権額は１６，１３５百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁
済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」と
いう。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定
する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の
支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は４６百万円であります。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞
債権に該当しないものであります。

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は９，２８７百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、
債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないもので
あります。

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は２７，３２２百万円であります。
なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

５．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取り扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員
会報告第２４号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で
自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、３，０６４百万円であります。
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●注記事項：損益計算書関係（平成１６年３月期）

●注記事項：キャッシュ・フロー計算書関係（平成１６年３月期）

●注記事項：リース取引関係
１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
●リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び年度末残高相当額

●未経過リース料期末残高相当額

●支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

●減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
●利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法によっております。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

１．「その他の特別利益」には、厚生年金基金代行返上に伴う利益５６１百万円を含んでおります。
２．「その他の特別損失」は、資産の自己査定基準に基づく所有土地の償却額であります。

平成１５年３月期 平成１６年３月期

動 産 その他 合 計 動 産 その他 合 計

取 得 価 額 相 当 額
減 価 償 却 累 計 額 相 当 額
期 末 残 高 相 当 額

３８３
１９８
１８５

－
－
－

３８３
１９８
１８５

７０１
２２９
４７２

－
－
－

７０１
２２９
４７２

平成１５年３月期 平成１６年３月期

１ 年 内
１ 年 超

７２
１２３

１３１
３５７

合 計 １９６ ４８９

平成１５年３月期 平成１６年３月期

支 払 リ ー ス 料
減 価 償 却 費 相 当 額
支 払 利 息 相 当 額

１０２
７７
１１

１３９
１１２
２０

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金預け金勘定 ３９，０５９百万円
日銀預け金以外の預け金 △ ７，９８８百万円
現金及び現金同等物 ３１，０７０百万円

６．担保に供している資産は次のとおりであります。
為替決済や公共料金収納取扱等の担保として、現金預け金４百万円及び有価証券８，７８４百万円を差し入れております。

７．当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額ま
で資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、３３，９９７百万円であります。このうち原契
約期間が１年以内のものが７，１１１百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来キャッ
シュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由が
あるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づ
き顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

８．土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当
該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額
金」として資本の部に計上しております。
再評価を行った年月日 平成１０年３月３１日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９号）
第１６条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算
定した価額に合理的な調整を行って算出。
同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の
合計額との差額 ２，１５９百万円

９．動産不動産の減価償却累計額 ２，６８３百万円
１０．動産不動産の圧縮記帳額 ３２０百万円
（当事業年度圧縮記帳額 ２１百万円）

１１．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金２，０００百万円が含まれております。
１２．会社が発行する株式の総数 普通株式 １７０，０００千株

発行済株式総数 普通株式 １３０，４８６千株
１３．資本準備金、利益準備金による欠損てん補

欠損てん補に充当された金額 ３，１６７百万円
欠損てん補を行った年月 平成１５年６月

１４．「貸借対照表上の純資産額から新株式払込金（又は新株式申込証拠金）、土地再評価差額金及びその他有価証券評価差額金の合計額
を控除した額」から「資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額」を差し引いた資本の欠損の額は、６，１９４百万円であります。

１５．商法施行規則第１２４条第３号に規定する時価を付したことにより増加した純資産額は、１，６３１百万円であります。
１６．会社が保有する自己株式の数 普通株式 １６１千株
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２．オペレーティング・リース取引

●未経過リース料

●注記事項：有価証券関係
貸借対照表の「有価証券」を記載しております。
平成１５年３月期及び平成１６年３月期において子会社株式で時価のあるものはありません。

（平成１５年３月期）

１．売買目的有価証券

（平成１６年３月期）

１．売買目的有価証券

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの
該当ありません。

４．当期中に売却した満期保有目的の債券
該当ありません。

７．保有目的を変更した有価証券
該当ありません。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期

１ 年 内
１ 年 超

１７
２２

１５
２３

合 計 ４０ ３８

貸借対照表計上額 平成１５年３月期の損益に含まれた評価差額
売 買 目 的 有 価 証 券 １０ ０

２．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

取得原価 貸借対照表
計上額 評価差額 うち益 うち損

株 式
債 券
国 債
社 債

そ の 他

１，６７１
２６，１０８
１９，２８６
６，８２２
１７７

１，５５１
２６，０９９
１９，２２７
６，８７２
１７７

△１２０
△８
△５９
５０
－

１３
１６２
１１２
５０
－

１３３
１７１
１７１
０
－

合 計 ２７，９５７ ２７，８２８ △１２９ １７６ ３０５
（注）１ 貸借対照表計上額は、平成１５年３月期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。

２ 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

貸借対照表計上額 平成１６年３月期の損益に含まれた評価差額
売 買 目 的 有 価 証 券 ２４ △０

３．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

取得原価 貸借対照表
計上額 評価差額 うち益 うち損

株 式
債 券
国 債
社 債

１，３６１
２６，４３３
２３，３５８
３，０７５

１，６６９
２６，１９０
２３，１０３
３，０８７

３０８
△２４２
△２５４
１１

４４９
５６
２９
２７

１４０
２９９
２８３
１５

合 計 ２７，７９５ ２７，８６０ ６５ ５０５ ４４０
（注）１ 貸借対照表計上額は、平成１６年３月期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。

２ 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

５．当期中に売却したその他有価証券 （単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他有価証券 １６，７９７ ２５０ ５５

６．時価のない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額 （単位：百万円）

金 額
そ の 他 有 価 証 券

非上場株式（店頭売買株式を除く） ３２６

８．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額 （単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
１０年以内 １０年超

債 券
国 債
社 債

３７２
２２
３５０

９，２４２
６，９９１
２，２５１

４，７３７
４，２５２
４８５

１１，８３７
１１，８３７

－
合 計 ３７２ ９，２４２ ４，７３７ １１，８３７
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●注記事項：金銭の信託（平成１６年３月期）
当期において金銭の信託の運用実績が全くありませんので、該当事項はありません。

●注記事項：その他有価証券評価差額金（平成１６年３月末）

●注記事項：デリバティブ取引（平成１６年３月期）
１． 取引の状況に関する事項
�取引の内容及び利用目的等
当行は、資金運用の一環として有価証券運用を行っておりますが、その保有有価証券の価格変動リスクのヘッジ及びリスク軽
減として、債券先物取引・債券店頭オプション取引を行っております。なお、その他のデリバティブ取引は行っておりません。
期末残高はありません。
�取引に対する取組方針
債券関連のデリバティブ取引については、主として保有債券のヘッジ及びリスク軽減の目的のためであり、投機目的のための
デリバティブ取引は行わない方針であります。
�取引に係るリスクの内容
債券関連における先物取引及び店頭オプション取引は、債券相場の変動による価格変動リスクを有しておりますが、保有有価
証券ヘッジ及びリスク軽減が目的のため限定的と判断しています。また、信用リスクについても取引先を国内の大手銀行系証券
を主として行っており、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。
�取引に係るリスク管理体制
債券関連のデリバティブ取引の実行及び管理は、「有価証券運用ルール」に基づき、保有限度額、ロスカットルール等を設定
し、厳格なリスク管理を行っております。

２．取引の時価等に関する事項
� 金利関連取引

該当ありません。
� 通貨関連取引

該当ありません。
� 株式関連取引

該当ありません。
� 債券関連取引

該当ありません。
	 商品関連取引

該当ありません。

 クレジットデリバティブ取引

該当ありません。

（単位：百万円）

金 額
評価差額

その他有価証券
６５
６５

（△）繰延税金負債 △２６
その他有価証券評価差額金 ３８
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●注記事項：退職給付関係（平成１６年３月期）
１．採用している退職給付制度の概要
当行は確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び厚生年金基金制度を設けております。
適格退職年金は１９７０年１月１日に設立され、対象者は行員のみに限定されています。その後１９８５年７月１日に第二地方銀行の総合
設立型として厚生年金基金が発足し、当行も発足当初から加入しています。厚生年金基金の対象者は行員・取締役となっています。
なお、当行は厚生年金の代行部分について、平成１６年２月２５日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けております。

２．退職給付債務に関する事項

３．退職給付費用に関する事項

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（単位：百万円）

平成１６年３月末
退職給付債務
年金資産
未積立退職給付債務
会計基準変更時差異の未処理額
未認識数理計算上の差異
貸借対照表計上額純額

前払年金費用
退職給付引当金

（Ａ）
（Ｂ）
（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ）
（Ｄ）
（Ｅ）
（Ｆ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）

＋（Ｅ）
（Ｇ）
（Ｆ）－（Ｇ）

△ １，８７１
５６１

△ １，３０９
２９０
６７６

△ ３４１

－
△ ３４１

（注）厚生年金基金の代行部分返上に関し、「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会会計制
度委員会報告第１３号）第４７－２項に定める経過措置を適用し、厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けた
日において代行部分に係る退職給付債務と返還相当額の年金資産を消滅したものとみなして会計処理しております。
なお、当事業年度末日現在において測定された年金資産の返還相当額は、１，５１８百万円であります。

（単位：百万円）

平成１６年３月末
勤務費用
利息費用
期待運用収益
数理計算上の差異の費用処理額
会計基準変更時差異の費用処理額
退職給付費用
厚生年金基金の代行部分返上に伴う損益
計

１８９
１１５

△ ４３
１７２
６２
４９６

△ ５６１
△ ６５

平成１６年３月期
�割引率 ２．５％
�期待運用収益率 ２．５％
�退職給付見込額の期間配分方法 厚生年金基金は期間定額基準

適格退職年金はポイント基準

�数理計算上の差異の処理年数 １０年（各事業年度の発生時の行員の平均残存勤務期間内の１０年の定額法により按分した額を、
それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている）

�会計基準変更時差異の処理年数 １５年
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●注記事項：税効果会計関係
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主な項目別の内訳
平成１５年３月期、平成１６年３月期とも税引前当期純損失となったため、記載しておりません。

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正額
（平成１５年３月期）
「地方税法等の一部を改正する法律」（平成１５年３月法律第９号）が平成１５年３月３１日に公布され、平成１６年４月１日以後開始する
事業年度より当行の法人事業税に係る課税標準の一部が「付加価値額」及び「資本等の金額」に変更されることにより、当該課税標
準の一部は、利益に関連する金額を課税標準とする税金には該当しないことになります。
この変更に伴い、当行の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する平成１６年度以降の法定実効税率は、当事業年度の４１．７４％
から４０．４３％となり、「繰延税金資産」は１１８百万円減少し、当事業年度に計上された「法人税等調整額」は同額増加しております。「再
評価に係る繰延税金負債」は３４百万円減少し、「土地再評価差額金」は同額増加しております。

●注記事項：関連当事者との取引（平成１６年３月期）
親会社及び法人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１ 一般の取引先と同様に決定しております。

２ 株式発行価額については、専門機関の算定結果に基づき決定しております。

●注記事項：１株当たり情報

（注）１．平成１５年３月期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。

３．なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

●注意事項：重要な後発事象
平成１５年３月期、平成１６年３月期とも該当ありません。

（単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期

貸 倒 引 当 金
有 価 証 券 評 価 損
退 職 給 付 引 当 金
繰 越 欠 損 金
減 価 償 却 費
そ の 他
繰 延 税 金 資 産 小 計

５，９２６
６５１
２６２
１２５
９７
２０５
７，２６８

７，７８７
４４８
１３８
８１
９１
２５５
８，８０２

評 価 性 引 当 額
繰 延 税 金 資 産 合 計

△３，６２３
３，６４５

△６，８０２
２，０００

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
繰 延 税 金 負 債 合 計

－
－

△２６
△２６

繰 延 税 金 資 産 の 純 額 ３，６４５ １，９７３

平成１５年３月期 平成１６年３月期

１ 株 当 た り 純 資 産 額 １４５．０９円 ６５．６６円
１ 株 当 た り 当 期 純 損 失 ９１．１８円 １３４．６６円

属性 会社等
の名称 住 所 資本金

事業の
内容又
は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容
取引の
内 容

取 引
金 額 科 目 期 末

残 高役員の
兼任等

事業上の
関 係

親会社 �福岡シティ銀行 福岡市 ６０，７０３ 銀行業 直接８４．８１ １ －

営業取引
（注）１ ２１，５７４ 預け金 ６，０１７

第三者割当
増資（注）２ ７，９９９ － －

平成１５年３月期 平成１６年３月期

当 期 純 損 失 ３，９５５百万円 ５，９０４百万円
普 通 株 主 に 帰 属 し な い 金 額 －百万円 －百万円
普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 損 失 ３，９５５百万円 ５，９０４百万円
普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 ４３，３７８千 株 ４３，８４７千 株

百万円 ％ 人 百万円 百万円
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●預金科目別残高

（注）１．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
２．定期性預金＝定期預金＋定期積金
�固定自由金利定期預金＝預入時に満期日までの利率が確定する自由金利定期預金
�変動自由金利定期預金＝預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期預金

３．国内業務部門のみ取り扱っております。

●預金科目別平均残高

（注）１．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
２．定期性預金＝定期預金＋定期積金
�固定自由金利定期預金＝預入時に満期日までの利率が確定する自由金利定期預金
�変動自由金利定期預金＝預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期預金

３．国内業務部門のみ取り扱っております。

●定期預金の残存期間別残高

（注）本表の預金残高には、積立定期預金を含んでおりません。

●貸出金科目別残高

（注）国内業務部門のみ取り扱っております。

●貸出金科目別平均残高

（注）国内業務部門のみ取り扱っております。

（単位：百万円・％）

（単位：百万円・％）

（単位：百万円）

（単位：百万円・％）

（単位：百万円・％）

6 預金

種 類 平成１４年３月期 平成１５年３月期 平成１６年３月期構成比 構成比 構成比

預

金

流 動 性 預 金 ４９，００４ １７．３ ５０，７４１ ２１．４ ５０，５０７ ２０．３
う ち 有 利 息 預 金 ４４，３４９ １５．７ ４７，０５６ １９．８ ４６，７８８ １８．８

定 期 性 預 金 ２３３，０９７ ８２．３ １８５，８８８ ７８．３ １９７，５３２ ７９．４
うち固定自由金利定期預金 ２２５，２０２ ７９．５ １８０，６０８ ７６．１ １９３，３４８ ７７．７
うち変動自由金利定期預金 ７７ ０．０ ４７ ０．０ ３５ ０．０

そ の 他 １，０８８ ０．４ ７７４ ０．３ ６７８ ０．３
合 計 ２８３，１９１ １００．０ ２３７，４０４ １００．０ ２４８，７１８ １００．０

譲 渡 性 預 金 － － －
総 合 計 ２８３，１９１ ２３７，４０４ ２４８，７１８

種 類

平成１５年３月末 平成１６年３月末

定 期 預 金 定 期 預 金うち固定自由
金利定期預金

うち変動自由
金利定期預金

うち固定自由
金利定期預金

うち変動自由
金利定期預金

３ ヵ 月 未 満 ４８，７４３ ４８，７２４ ４ ４１，２２２ ４１，２０８ ０
３ ヵ 月 以 上 ６ ヵ 月 未 満 ３７，２４９ ３７，２３５ １３ ３３，０３３ ３３，０２２ １１
６ ヵ 月 以 上 １ 年 未 満 ６１，４１３ ６１，４１３ － ５４，７４３ ５４，７３９ ４
１ 年 以 上 ２ 年 未 満 ６，５５６ ６，５５３ ３ ２１，３６１ ２１，３５０ １１
２ 年 以 上 ３ 年 未 満 ２０，７９１ ２０，７７６ １５ １７，２０８ １７，２０２ ６
３ 年 以 上 １２，１６８ １２，１６８ － ２７，４５７ ２７，４５７ ０
合 計 １８６，９２０ １８６，８６９ ３５ １９５，０２４ １９４，９７８ ３２

7 貸出金等

平成１４年３月末 平成１５年３月末 平成１６年３月末構成比 構成比 構成比

割 引 手 形 ４，１４５ ２．１ ３，３２０ １．７ ３，０６４ １．６
手 形 貸 付 ２５，８５３ １３．１ ２３，４７８ １１．８ １８，２３０ ９．１
証 書 貸 付 １５３，４８３ ７７．９ １６０，７９０ ８０．７ １６７，１４２ ８３．６
当 座 貸 越 １３，５９２ ６．９ １１，５８６ ５．８ １１，４４１ ５．７

計 １９７，０７５ １００．０ １９９，１７６ １００．０ １９９，８８０ １００．０

平成１４年３月末 平成１５年３月末 平成１６年３月末構成比 構成比 構成比

割 引 手 形 ５，３５２ ２．５ ３，２３５ １．６ ２，９８８ １．５
手 形 貸 付 ３０，１１１ １４．０ ２４，４７４ １２．５ ２２，２１９ １１．２
証 書 貸 付 １６３，５１５ ７５．７ １５５，６１８ ７９．４ １６２，４６１ ８１．６
当 座 貸 越 １６，９２２ ７．８ １２，７６９ ６．５ １１，３９６ ５．７

計 ２１５，９０１ １００．０ １９６，０９７ １００．０ １９９，０６６ １００．０

種 類 平成１４年３月末 平成１５年３月末 平成１６年３月末構成比 構成比 構成比

預

金

流 動 性 預 金 ５５，０７０ ２３．４ ５０，５２３ ２０．６ ５２，５４４ ２０．７
う ち 有 利 息 預 金 ４８，７７０ ２０．７ ４５，６３３ １８．６ ４８，０５７ １８．９

定 期 性 預 金 １７８，２１８ ７５．７ １９１，７１４ ７８．３ １９８，８３５ ７８．４
うち固定自由金利定期預金 １７２，１８３ ７３．１ １８６，８６９ ７６．３ １９４，９７８ ７６．８
うち変動自由金利定期預金 ５５ ０．０ ３５ ０．０ ３２ ０．０

そ の 他 ２，２４３ ０．９ ２，６４８ １．１ ２，３５９ ０．９
合 計 ２３５，５３２ １００．０ ２４４，８８７ １００．０ ２５３，７３９ １００．０

譲 渡 性 預 金 － － －
総 合 計 ２３５，５３２ ２４４，８８７ ２５３，７３９
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●貸出金の残存期間別残高

（注）残存期間１年以下の貸出金については、変動金利、固定金利の区別をしておりません。

●預貸率

●中小企業等に対する貸出金

●個人ローン

●貸出金使途別残高

●貸出金業種別残高

（注）平成１４年３月７日付総務省告示第１３９号により「日本標準産業分類」が改訂され、同年１０月１日から適用されたことに伴い、「国内（除く特別国際金融取引勘定分）」に係る
各業種別の貸出金残高及び構成比は、平成１４年３月末は改訂前の日本標準産業分類の区分に基づき、平成１５年３月末及び平成１６年３月末は改訂後の日本標準産業分類の区分に基づ
き記載しております。

●貸出金・支払承諾見返担保別内訳

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：％）

（単位：百万円・％）

（単位：百万円・％）

（単位：百万円・％）

（単位：百万円）

種 類
平成１５年３月末 平成１６年３月末

貸 出 金 貸 出 金うち変動金利 うち固定金利 うち変動金利 うち固定金利
１ 年 以 下 ４０，２７１ ３４，１７０
１ 年 超 ３ 年 以 下 １５，８２０ １０，０３４ ５，７８６ ２１，４１９ ７，４０５ １４，０１３
３ 年 超 ５ 年 以 下 ２５，０７３ ８，９５７ １６，１１５ １５，９０４ ８，６８３ ７，２２１
５ 年 超 ７ 年 以 下 １１，２６２ ６，５９０ ４，６７２ １１，２２７ ６，９００ ４，３２６
７ 年 超 ９５，１６４ ８７，７４２ ７，４２１ １０７，７７６ ９８，７７６ ９，０００
期 間 の 定 め の な い も の １１，５８３ ２，９５７ ８，６２６ ９，３８１ １，３１６ ８，０６５
合 計 １９９，１７６ １９９，８８０

平成１５年３月末 平成１６年３月末

国内業務部門 国際業務部門 合 計 国内業務部門 国際業務部門 合 計

期 末 ８１．３３ － ８１．３３ ７８．７７ － ７８．７７
期 中 平 均 ８２．６０ － ８２．６０ ８０．０３ － ８０．０３

平成１４年３月末 平成１５年３月末 平成１６年３月末構成比 構成比 構成比
中 小 企 業 等 １７７，９７９ ９０．３ １８３，２５０ ９２．０ １８３，７７８ ９１．９
そ の 他 １９，０９５ ９．７ １５，９２６ ８．０ １６，１０２ ８．１
総 貸 出 金 残 高 １９７，０７５ １００．０ １９９，１７６ １００．０ １９９，８８０ １００．０

平成１４年３月末 平成１５年３月末 平成１６年３月末
消 費 者 ロ ー ン １１，０７４ １４，２９６ １５，３４１
住 宅 ロ ー ン ３４，９１２ ４４，３４１ ５９，１４０

計 ４５，９８６ ５８，６３７ ７４，４８２

平成１４年３月末 平成１５年３月末 平成１６年３月末構成比 構成比 構成比
運 転 資 金 １０４，７２６ ５３．１ ９８，７８５ ４９．６ ８９，５９２ ４４．８
設 備 資 金 ９２，３４８ ４６．９ １００，３９０ ５０．４ １１０，２８８ ５５．２

計 １９７，０７５ １００．０ １９９，１７６ １００．０ １９９，８８０ １００．０

平成１４年３月末 平成１５年３月末 平成１６年３月末
貸 出 金 支払承諾見返 貸 出 金 支払承諾見返 貸 出 金 支払承諾見返

有 価 証 券 ９２９ － ９４１ － ６７０ １２
債 権 ５，７８１ － ３，８４６ － ３，２７１ －
商 品 － － － － － －
不 動 産 ８８，７４０ １，２９５ ８６，４３６ ９４８ ７５，５２０ ６５１
そ の 他 － － １７４ － １７４ －
小 計 ９５，４５１ １，２９５ ９１，３９９ ９４８ ７９，６３６ ６６３
保 証 ５２，９４０ １，５０７ ５８，２０１ １３８ ６５，６２０ １０９
信 用 ４８，６８３ ６９０ ４９，５７５ ６２５ ５４，６２３ ５２４

計 １９７，０７５ ３，４９３ １９９，１７６ １，７１２ １９９，８８０ １，２９７

種 類 平成１４年３月末 平成１５年３月末 平成１６年３月末構成比 構成比 構成比
製 造 業 １１，３２０ ５．７ － － － －
農 業 ７７３ ０．４ － － － －
漁 業 １，７２０ ０．９
鉱 業 ３０６ ０．２ － － － －
建 設 業 １７，７２３ ９．０ － － － －
電気・ガス・熱供給・水道業 １３ ０．０ － － － －
運 輸 ・ 通 信 業 ３，２５８ １．７ － － － －
卸 売 ・ 小 売 業 、 飲 食 店 ２５，９１４ １３．１ － － － －
金 融 ・ 保 険 業 １０，０１０ ５．１ － － － －
不 動 産 業 ２２，７３１ １１．５ － － － －
サ ー ビ ス 業 ３９，４１７ ２０．０ － － － －
地 方 公 共 団 体 ９，５８９ ４．９ － － － －
個人（住宅、消費、納税資金等） ５４，２９６ ２７．５ － － － －

製 造 業 － － ９，４６２ ４．７ ８，１１０ ４．１
農 業 － － ８４９ ０．４ ６４８ ０．３
漁 業 － － １，６５３ ０．８ １，５７１ ０．８
鉱 業 － － ２０１ ０．１ ２２８ ０．１
建 設 業 － － １６，４９３ ８．３ １１，８９８ ５．９
情 報 通 信 業 － － ２７７ ０．１ ２３１ ０．１
運 輸 業 － － ３，３２１ １．７ ２，８１６ １．４
卸 売 ・ 小 売 業 － － ２０，２２５ １０．２ １７，５２９ ８．８
金 融 ・ 保 険 業 － － ３．４ ４，８０６ ２．４
不 動 産 業 － － ２４，４２１ １２．３ ２７，９３３ １４．０
各 種 サ ー ビ ス 業 － － ４２，７６８ ２１．５ ３８，９５３ １９．５
地 方 公 共 団 体 － － ９，１７２ ４．６ １１，６７６ ５．８
個人（住宅、消費、納税資金等） － － ６３，５５５ ３１．９ ７３，４７４ ３６．８

計 １９７，０７５ １００．０ １９９，１７６ １００．０ １９９，８８０ １００．０
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●商品有価証券・有価証券種類別残高

●商品有価証券・有価証券種類別平均残高

●有価証券の残存期間別残高
［平成１５年３月末］

［平成１６年３月末］

●預証率

（単位：百万円・％）

（単位：百万円・％）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：％）

8 有価証券

種 類

合 計 国内業務部門 国際業務部門

平成１５年３月期 平成１６年３月期 平成１５年３月期 平成１６年３月期 平成１５年３月期 平成１６年３月期

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

商 品 国 債 １９ １００．０ ２１ １００．０ １９ １００．０ ２１ １００．０ － － － －
商 品 有 価 証 券 １９ １００．０ ２１ １００．０ １９ １００．０ ２１ １００．０ － － － －
国 債 １８，１９８ ６２．７ ２１，０７８ ７６．０ １８，１９８ ６２．７ ２１，０７８ ７６．０ － － － －
地 方 債 － － ９０ ０．３ － － ９０ ０．３ － － － －
社 債 ７，４７７ ２５．８ ４，７４３ １７．１ ７，４７７ ２５．８ ４，７４３ １７．１ － － － －
株 式 ２，９４６ １０．１ １，７８８ ６．４ ２，９４６ １０．１ １，７８８ ６．４ － － － －
そ の 他 ４１４ １．４ ４９ ０．２ ４１４ １．４ ４９ ０．２ － － － －
う ち 外 国 債 券 － － － － － － － － － － － －
う ち 外 国 株 式 － － － － － － － － － － － －

有 価 証 券 ２９，０３７ １００．０ ２７，７５０ １００．０ ２９，０３７ １００．０ ２７，７５０ １００．０ － － － －

１年以下 １～３年 ３～５年 ５～７年 ７～１０年 １０年 超
期間の定めの
な い も の

合 計

国 債 ５２３ ６，１３３ － ５ ７４２ １１，８２４ － １９，２２７
地 方 債 － － － － － － － －
社 債 ４，４６２ ９２７ １，１６９ １１０ ２０３ － － ６，８７２
株 式 １，８７８ １，８７８
そ の 他 の 証 券 － １２ ５２ ４０ － － ７１ １７７

う ち 外 国 債 券 － － － － － － － －
う ち 外 国 株 式 － －

貸 付 有 価 証 券 － － － － － － － －

１年以下 １～３年 ３～５年 ５～７年 ７～１０年 １０年 超
期間の定めの
な い も の

合 計

国 債 ２２ １４ ６，９７７ ４ ４，２４７ １１，８３７ － ２３，１０３
地 方 債 － － － － － － － －
社 債 ３５０ ８９７ １，３５３ － ４８５ － － ３，０８７
株 式 １，９９５ １，９９５
そ の 他 の 証 券 － － － － － － － －

う ち 外 国 債 券 － － － － － － － －
う ち 外 国 株 式 － －

貸 付 有 価 証 券 － － － － － － － －

平成１５年３月期 平成１６年３月期

国内業務部門 国際業務部門 合 計 国内業務部門 国際業務部門 合 計

期 末 １１．４９ － １１．４９ １１．１０ － １１．１０
期 中 平 均 １２．２３ － １２．２３ １１．１５ － １１．１５

種 類

合 計 国内業務部門 国際業務部門

平成１５年３月末 平成１６年３月末 平成１５年３月末 平成１６年３月末 平成１５年３月末 平成１６年３月末

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

商 品 国 債 １０ １００．０ ２４ １００．０ １０ １００．０ ２４ １００．０ － － － －
商 品 有 価 証 券 １０ １００．０ ２４ １００．０ １０ １００．０ ２４ １００．０ － － － －
国 債 １９，２２７ ６８．３ ２３，１０３ ８２．０ １９，２２７ ６８．３ ２３，１０３ ８２．０ － － － －
地 方 債 － － － － － － － － － － － －
社 債 ６，８７２ ２４．４ ３，０８７ １０．９ ６，８７２ ２４．４ ３，０８７ １０．９ － － － －
株 式 １，８７８ ６．７ １，９９５ ７．１ １，８７８ ６．７ １，９９５ ７．１ － － － －
そ の 他 １７７ ０．６ － － １７７ ０．６ － － － － － －
う ち 外 国 債 券 － － － － － － － － － － － －
う ち 外 国 株 式 － － － － － － － － － － － －

有 価 証 券 ２８，１５５ １００．０ ２８，１８６ １００．０ ２８，１５５ １００．０ ２８，１８６ １００．０ － － － －
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●リスク管理債権

●金融再生法開示債権

●引当金の内訳・期中増減

●不良債権処理額

●単体自己資本比率（国内基準）

（注）１．告示第２３条第２項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証券を
含む。）であります。
２．告示第２４条第１項第３号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
� 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
� 一定の場合を除き、償還されないものであること
� 業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
� 利払い義務の延期が認められるものであること
３．告示第３１条第１項第４号および第５号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が５年を超えるものに限られております。
４．告示第３２条第１項第１号に掲げる他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額であります。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

リスク管理債権

対象先には再建が可能な先も多く含まれており、また金

額についても、担保処分等による回収可能額や貸倒引当

金計上額を控除する前の金額であるため、将来の回収不

能額をそのまま表すものではありません。

破産更生債権およびこれらに準ずる債権

破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っ

ている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権。

危険債権

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態

及び経営成漬が悪化し、契約に従った債権の元本の回収

及び利息の受取りができない可能性の高い債権。

要管理債権

３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成１５年３月末 平成１６年３月末

基 本 的 項 目

資 本 金 ５，１２０ ９，１１９
（ う ち 非 累 積 的 永 久 優 先 株 ） （－） （－）
新 株 式 払 込 金 － －
資 本 準 備 金 － －
そ の 他 資 本 剰 余 金 － －
利 益 準 備 金 － －
任 意 積 立 金 － －
次 期 繰 越 利 益 △６７２ △２，１６１
そ の 他 － －
そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損 （ △ ） △１２９ －
自 己 株 式 （ △ ） △３２ △３３
営 業 権 相 当 額 （ △ ） － －

計 （Ａ） ４，２８６ ６，９２５
（うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券）（注１） （－） （－）

補 完 的 項 目

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の４５％相当額 １，５２４ １，２０３
一 般 貸 倒 引 当 金 ３，５６７ ３，６７５
負 債 性 資 本 調 達 手 段 等 ２，０００ ２，０００

（う ち 永 久 劣 後 債 務）（注２） （－） （－）
（うち期限付劣後債務および期限付優先株）（注３） ２，０００ ２，０００

計 ７，０９１ ６，８７８
う ち 自 己 資 本 へ の 算 入 額 ( B ) ４，２８６ ４，１６３

控 除 項 目 控 除 項 目（注４）( C ) － －
自 己 資 本 額 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） （ Ｄ ） ８，５７２ １１，０８８

リ ス ク ・
ア セ ッ ト 等

資 産 （ オ ン ・ バ ラ ン ス ） 項 目 １６１，５４８ １５２，３１２
オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 項 目 １，７１２ １，２９７

計 （Ｅ） １６３，２６０ １５３，６１０
単 体 自 己 資 本 比 率 （ 国 内 基 準 ） ＝ D / E × １００ ５．２５％ ７．２１％

9 不良債権・償却・引当など

平成１５年３月末 平成１６年３月末

破産更生債権およびこれらに準ずる債権 １０，０７８ ６，３５６
危 険 債 権 １５，５７８ １１，７１６
要 管 理 債 権 １２，２５６ ９，３３４
小 計 ３７，９１３ ２７，４０７
正 常 債 権 １６３，２０７ １７４，０３７
総 与 信 ２０１，１２０ ２０１，４４５

平成１５年３月期 平成１６年３月期

一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 １，３８０ １０７
不 良 債 権 処 理 額 ３，５９２ ５，９０８
個 別 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額 ３，５９２ ５，９０８

不良債権処理額（含：一般貸倒引当金純繰入額） ４，９７３ ６，０１６

平成１５年３月末 平成１６年３月末

破 綻 先 債 権 ４，０７０ １，８５２
延 滞 債 権 ２１，５２７ １６，１３５
３ ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 ２４１ ４６
貸 出 条 件 緩 和 債 権 １２，０１５ ９，２８７
リ ス ク 管 理 債 権 ３７，８５４ ２７，３２２

10 自己資本比率

平成１５年３月末 期 中 増 加
期 中 減 少

平成１６年３月末
［目的使用］ ［その他］

一 般 貸 倒 引 当 金 ３，５６７ ３，６７５ － ３，５６７ ３，６７５
個 別 貸 倒 引 当 金 ８，１７４ ６，２６１ ７，８２１ ３５２ ６，２６１

計 １１，７４１ ９，９３６ ７，８２１ ３，９１９ ９，９３６
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●業務粗利益の内訳・業務粗利益率

（注）業務粗利益率＝ 業務粗利益
資金運用勘定平均残高

×１００

●利鞘

●利益率

（注）１．総資産経常（当期純）利益率＝
経常（当期純）利益

総資産（除く支払承諾見返）平均残高
×１００

２．資本経常（当期純）利益率＝
経常（当期純）利益
資本勘定平均残高

×１００

３．平成１５年３月期及び平成１６年３月期は経常損失、当期純損失となったため、利益率はいずれも記載しておりません。

●運用・調達勘定の平均残高等（国内業務部門）

（注）資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成１５年３月期７３１百万円、平成１６年３月期８，６７２百万円）を控除して表示しております。

●運用・調達勘定の平均残高等（国際業務部門）

（単位：％）

（単位：百万円）

（単位：％）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

11 損益・利回・利鞘

平成１５年３月期 平成１６年３月期
国内業務部門 国際業務部門 合 計 国内業務部門 国際業務部門 合 計

資 金 運 用 収 益 ６，４８７ － ６，４８７ ６，７３２ － ６，７３２
資 金 調 達 費 用 ４１７ － ４１７ ４３５ － ４３５

資 金 運 用 収 支 ６，０６９ － ６，０６９ ６，２９７ － ６，２９７
役 務 取 引 等 収 益 ４００ － ４００ ４６１ － ４６１
役 務 取 引 等 費 用 ５５４ － ５５４ ９０８ － ９０８

役 務 取 引 等 収 支 △１５３ － △１５３ △４４７ － △４４７
そ の 他 業 務 収 益 ２７０ ０ ２７０ １５１ － １５１
そ の 他 業 務 費 用 ２４８ － ２４８ ５４ － ５４

そ の 他 業 務 収 支 ２１ ０ ２１ ９７ － ９７
業 務 粗 利 益 ５，９３７ ０ ５，９３７ ５，９４６ － ５，９４６
業 務 粗 利 益 率 ２．４０％ ０．００％ ２．４０％ ２．４０％ － ２．４０％

平成１５年３月期 平成１６年３月期
国内業務部門 国際業務部門 合 計 国内業務部門 国際業務部門 合 計

資 金 運 用 利 回 り ２．６２ － ２．６２ ２．７２ － ２．７２
資 金 調 達 原 価 ２．１３ － ２．１３ １．９２ － １．９２
総 資 金 利 鞘 ０．４９ － ０．４９ ０．８０ － ０．８０

平成１５年３月期 平成１６年３月期

総 資 産 経 常 利 益 率 － －
資 本 経 常 利 益 率 － －
総 資 産 当 期 純 利 益 率 － －
資 本 当 期 純 利 益 率 － －

平成１５年３月期 平成１６年３月期
平均残高 利 息 利 回 平均残高 利 息 利 回

資 金 運 用 勘 定 ２４６，６８８ ６，４８７ ２．６２％ ２４７，３６２ ６，７３２ ２．７２％
貸 出 金 １９６，０９７ ６，２４８ ３．１８ １９９，０６６ ６，５２１ ３．２７
商 品 有 価 証 券 １９ ０ ０．８０ ２１ ０ ２．２８
有 価 証 券 ２９，０３７ ２３７ ０．８１ ２７，７５０ ２０９ ０．７５
コ ー ル ロ ー ン １２，０７４ ０ ０．００ １０，１１４ ０ ０．００
買 入 手 形 ３０１ ０ ０．０１ － － －
預 け 金 ９，１５７ １ ０．００ １０，４１０ ０ ０．００

資 金 調 達 勘 定 ２３８，０８５ ４１７ ０．１７ ２５１，０６１ ４３５ ０．１７
預 金 ２３７，４０４ ４１４ ０．１７ ２４８，７１８ ３９１ ０．１５
コ ー ル マ ネ ー ３２８ ０ ０．００ － － －
借 用 金 ２５５ １ ０．４７ ２，３３１ ４３ １．８４
資 金 利 ざ や － － ２．４５ － － ２．５５

平成１５年３月期 平成１６年３月期
平均残高 利 息 利 回 平均残高 利 息 利 回

資 金 運 用 勘 定 － － － － － －
資 金 調 達 勘 定 － － － － － －
資 金 利 ざ や － － － － － －
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●運用・調達勘定の平均残高等（合計）

●受取・支払利息の分析（国内業務部門）

●受取・支払利息の分析（国際業務部門）

●受取・支払利息の分析（合計）

（注）残高および利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減要因に含めております。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期

残高による増減 利率による増減 純 増 減 残高による増減 利率による増減 純 増 減

受 取 利 息 △１，０６３ ３７０ △６９３ １８ ２２７ ２４５
う ち 貸 出 金 △６１６ １５０ △４６６ ９４ １７９ ２７３
う ち 商 品 有 価 証 券 ０ ０ ０ ０ ０ ０
う ち 有 価 証 券 △１８３ △３８ △２２１ △１１ △１８ △２９
う ち コ ー ル ロ ー ン ０ △１ △１ △０ △０ △０
う ち 買 入 手 形 ０ ０ ０ △０ － △０
う ち 預 け 金 １ △２ △１ △０ △０ △０

支 払 利 息 △１１０ △１５０ △２６０ ２３ △５ １８
う ち 預 金 △１０９ △１５０ △２５９ １９ △４２ △２３
う ち コ ー ル マ ネ ー ０ ０ ０ △０ － △０
う ち 借 用 金 ０ ０ ０ １０ ３２ ４２

平成１５年３月期 平成１６年３月期

残高による増減 利率による増減 純 増 減 残高による増減 利率による増減 純 増 減

受 取 利 息 △５４ － △５４ － － －
う ち 貸 出 金 － － － － － －
う ち 商 品 有 価 証 券 － － － － － －
う ち 有 価 証 券 △５４ － △５４ － － －
う ち コ ー ル ロ ー ン － － － － － －
う ち 買 入 手 形 － － － － － －
う ち 預 け 金 － － － － － －

支 払 利 息 △２ － △２ － － －
う ち 預 金 － － － － － －
う ち コ ー ル マ ネ ー － － － － － －
う ち 借 用 金 － － － － － －

平成１５年３月期 平成１６年３月期

残高による増減 利率による増減 純 増 減 残高による増減 利率による増減 純 増 減

受 取 利 息 △１，０７２ ３２６ △７４６ １８ ２２７ ２４５
う ち 貸 出 金 △６１６ １５０ △４６６ ９４ １７９ ２７３
う ち 商 品 有 価 証 券 ０ ０ ０ ０ ０ ０
う ち 有 価 証 券 △２１１ △６５ △２７６ △１１ △１８ △２９
う ち コ ー ル ロ ー ン ０ △１ △１ △０ △０ △０
う ち 買 入 手 形 ０ ０ ０ △０ － △０
う ち 預 け 金 １ △２ △１ △０ △０ △０

支 払 利 息 △１１０ △１５０ △２６０ ２３ △５ １８
う ち 預 金 △１０９ △１５０ △２５９ １９ △４２ △２３
う ち コ ー ル マ ネ ー ０ ０ ０ △０ － △０
う ち 借 用 金 ０ ０ ０ １０ ３２ ４２

平成１５年３月期 平成１６年３月期

平均残高 利 息 利 回 平均残高 利 息 利 回

資 金 運 用 勘 定 ２４６，６８８ ６，４８７ ２．６２％ ２４７，３６２ ６，７３２ ２．７２％
貸 出 金 １９６，０９７ ６，２４８ ３．１８ １９９，０６６ ６，５２１ ３．２７
商 品 有 価 証 券 １９ ０ ０．８０ ２１ ０ ２．２８
有 価 証 券 ２９，０３７ ２３７ ０．８１ ２７，７５０ ２０９ ０．７５
コ ー ル ロ ー ン １２，０７４ ０ ０．００ １０，１１４ ０ ０．００
買 入 手 形 ３０１ ０ ０．０１ － － －
預 け 金 ９，１５７ １ ０．００ １０，４１０ ０ ０．００

資 金 調 達 勘 定 ２３８，０８５ ４１７ ０．１７ ２５１，０６１ ４３５ ０．１７
預 金 ２３７，４０４ ４１４ ０．１７ ２４８，７１８ ３９１ ０．１５
コ ー ル マ ネ ー ３２８ ０ ０．００ － － －
借 用 金 ２５５ １ ０．４７ ２，３３１ ４３ １．８４

資 金 利 ざ や － － ２．４５ － － ２．５５
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連結（当行グループ）の情報

当行の子会社である株式会社長崎総合リース及び株式会社ながさきバンクカードにつきましては、平成１５年３月期まで連
結の範囲に含めておりましたが、資産、売上等から見て重要性が乏しいものとして、平成１６年３月期から連結の範囲より除
外しております。
従いまして、平成１６年３月期は連結財務諸表を作成しておらず、連結の情報としては、平成１５年３月期分を記載しており

ます。
なお、平成１５年３月期の連結財務諸表につきましては、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査を、監査法人トーマ

ツより受けております。

（注）１．当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
２．平成１６年３月期は、連結財務諸表を作成していないので、記載しておりません。
３．平成１４年３月期以前の１株当たり当期純利益（又は当期純損失）は、期中平均株式数（「自己株式」を除く）により算出しております。
４．平成１５年３月期から、「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益（または当期純損失）」（以下、「１株当たり情報」という。）の算定に
当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第４号）を適用しております。
また、これら１株当たり情報の算定上の基礎は、「２ 連結財務諸表」中、「●注記事項：１株当たり情報」に記載しております。

５．連結ベースの潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
６．連結自己資本比率は、銀行法第１４条の２の規定に基づく大蔵省告示に定められた算式に基づき作成しております。
なお、当行は国内基準を適用しております。

７．従業員数は、就業人員数を表示しております。

1 主要な経営指標等の推移

平成１２年３月期 平成１３年３月期 平成１４年３月期 平成１５年３月期

連 結 経 常 収 益 １２，５０９百万円 １０，２３０ ９，６４７ ７，７５６

連 結 経 常 利 益
（ △ は 連 結 経 常 損 失 ）

３１２百万円 △５，３２７ △１，８５４ △４，５２４

連 結 当 期 純 利 益
（ △ は 連 結 当 期 純 損 失 ）

△３４３百万円 △４，８３２ ９４０ △５，１９１

連 結 純 資 産 額 １２，９７６百万円 ８，６３１ １１，０９１ ６，２９１

連 結 総 資 産 額 ３５３，１６９百万円 ３３１，０５５ ２６４，９１８ ２５８，２２０

連 結 ベ ー ス の １ 株
当 た り 純 資 産 額

３９１．３６ 円 ２５７．４７ ２５５．６６ １４５．０６

連 結 ベ ー ス の １ 株
当 た り 当 期 純 利 益
（ △ は 連 結 ベ ー ス の
１株当たりの当期純損失）

△１３．００ 円 △１４４．９２ ２２．９４ △１１９．６８

連結ベースの潜在株式調整後
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

－ 円 － － －

連 結 自 己 資 本 比 率
（ 国 内 基 準 ）

６．２０ ％ ４．５０ ６．９３ ５．２４

連 結 自 己 資 本 利 益 率 △２．８８ ％ △４４．７２ ９．５３ △５９．７３

連 結 株 価 収 益 率 － 倍 － － －

営業活動によるキャッシュ・フロー ４３５百万円 △６，０８９ △１３，７１１ △９，１４０

投資活動によるキャッシュ・フロー △１，９１３百万円 ２，８２９ ２０，０５０ ５，５３９

財務活動によるキャッシュ・フロー ２，４４５百万円 △８２ ２，０１２ １，９９８

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の
期 末 残 高

１２，５８８百万円 ９，２４６ １４，６９７ １３，０９５

従 業 員 数
〔外、平均臨時従業員数〕

５３４ 人

〔 ３９〕
５１４

〔 ５０〕
４７３

〔 ６２〕
３８１

〔 ８２〕
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●連結貸借対照表（平成１５年３月末）

●連結損益計算書（平成１５年３月期） （単位：百万円） ●連結剰余金計算書（平成１５年３月期）

●連結キャッシュ・フロー計算書（平成１５年３月期）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成１５年３月期
� 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失 △５，６６６
減価償却費 １５２
貸倒引当金の増減（△）額 ２，１３８
退職給付引当金の増減（△）額 ３０４
資金運用収益 △６，５６４
資金調達費用 ４５４
有価証券関係損益（△） ９０１
為替差損益（△） △０
動産不動産処分損益（△） １，２５６
貸出金の純増（△）減 △２，４８１
預金の純増減（△） ９，７６３
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） △３，６４４
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 １，８４２
コールローン等の純増（△）減 △５，０００
コールマネー等の純増減（△） △８，０００
資金運用による収入 ６，６１０
資金調達による支出 △３９１
その他 △７６８

小 計 △９，０９３
法人税等の支払額 △４６
営業活動によるキャッシュ・フロー △９，１４０

� 投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △１２，９９０
有価証券の売却による収入 １３，６５３
有価証券の償還による収入 ３，４４１
動産不動産の取得による支出 △８５
動産不動産の売却による収入 １，４６１
その他 ５９
投資活動によるキャッシュ・フロー ５，５３９

� 財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入による収入 ２，０００
自己株式の取得による支出 △１
財務活動によるキャッシュ・フロー １，９９８

� 現金及び現金同等物に係る換算差額 ０
� 現金及び現金同等物の増減（△）額 △１，６０２
� 現金及び現金同等物の期首残高 １４，６９７
� 連結除外に伴う現金及び同等物の減少額 △０
� 現金及び現金同等物の期末残高 １３，０９５

科 目 平成１５年３月期

（ 資 本 剰 余 金 の 部 ）
資 本 剰 余 金 期 首 残 高 ３，１６７
資 本 剰 余 金 期 末 残 高 ３，１６７
（ 利 益 剰 余 金 の 部 ）
利 益 剰 余 金 期 首 残 高 １，３２２
利 益 剰 余 金 増 加 高 ３０
土地再評価差額金取崩 額 ３０
利 益 剰 余 金 減 少 高 ５，１９５
当 期 純 損 失 ５，１９１
連結子会社減少による減少高 ３
利 益 剰 余 金 期 末 残 高 △３，８４２

科 目 平成１５年３月期

経 常 収 益 ７，７５６
資 金 運 用 収 益 ６，５６４
貸 出 金 利 息 ６，３２４
有価証券利息配当金 ２３８
コールローン利息及び買入手形利息 ０
預 け 金 利 息 １
その他の受入利息 ０
役 務 取 引 等 収 益 ４２９
そ の 他 業 務 収 益 ５３９
そ の 他 経 常 収 益 ２２１
経 常 費 用 １２，２８０
資 金 調 達 費 用 ４５４
預 金 利 息 ４１４
コールマネー利息及び売渡手形利息 ０
借 用 金 利 息 ３７
その他の支払利息 ２
役 務 取 引 等 費 用 ５８８
そ の 他 業 務 費 用 ５１８
営 業 経 費 ４，９３９
そ の 他 経 常 費 用 ５，７７９
貸倒引当金繰入額 ４，７５２
その他の経常費用 １，０２６

経 常 損 失 ４，５２４
特 別 利 益 ３８３
動 産 不 動 産 処 分 益 ８４
償 却 債 権 取 立 益 ２９６
そ の 他 の 特 別 利 益 ２
特 別 損 失 １，５２５
動産不動産処分損 １，３４０
そ の 他 の 特 別 損 失〔注記１〕 １８５
税金等調整前当期純損失 ５，６６６
法人税、住民税及び事業税 １１４
法 人 税 等 調 整 額 △５８９
少 数 株 主 損 失 －
当 期 純 損 失 ５，１９１

平成１５年３月末
（負債の部）

預 金 ２４４，８２７
借 用 金〔注記１０〕 ２，３７２
そ の 他 負 債 ９８６
退 職 給 付 引 当 金 ６４９
再評価に係る繰延税金負債〔注記８〕 １，３７９
支 払 承 諾 １，７１２
負 債 の 部 合 計 ２５１，９２８
（少数株主持分）

少 数 株 主 持 分 －
（資本の部）

資 本 金〔注記１１〕 ５，１２０
資 本 剰 余 金 ３，１６７
利 益 剰 余 金 △３，８４２
土 地 再 評 価 差 額 金〔注記８〕 ２，００７
その他有価証券評価差額金 △１２９
自 己 株 式〔注記１２〕 △３２
資 本 の 部 合 計 ６，２９１
負債、少数株主持分及び資本の部合計 ２５８，２２０

平成１５年３月末
（資産の部）

現 金 預 け 金〔注記６〕 ２３，６３８
コールローン及び買入手形 ５，０００
商 品 有 価 証 券 １０
有 価 証 券〔注記６〕 ２８，１５９
貸 出 金〔注記１～７〕 ２００，５３０
そ の 他 資 産〔注記６〕 １，１９７
動 産 不 動 産〔注記６、８、９〕 ８，０９５
繰 延 税 金 資 産 ３，６４５
支 払 承 諾 見 返 １，７１２
貸 倒 引 当 金 △１３，７６８

資 産 の 部 合 計 ２５８，２２０

2 連結財務諸表
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●連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（平成１５年３月期）
１．連結の範囲に関する事項 � 連結子会社 ２社

株式会社長崎総合リース
株式会社ながさきバンクカード
なお、株式会社ながさきビジネスサービスは、平成１４年１２月２７日付解散により重要性が低下し
たため、連結の範囲から除外しております。

� 非連結子会社 該当ありません。
２．持分法の適用に関する事
項

該当ありません。

３．連結子会社の事業年度等
に関する事項

連結子会社の決算日と連結決算日は一致しております。

４．会計処理基準に関する事
項

� 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っており
ます。

� 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、そ
の他有価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原
価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価
法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。

� 減価償却の方法
�動産不動産
当行の動産不動産は、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 １０～５０年
動 産 ３～２０年

連結子会社の動産不動産については、リース資産はリース期間を償却年数とし、リース資産の
見積処分価額を残存価額とする定額法、その他は資産の見積耐用年数に基づき主として定率法
により償却しております。
�ソフトウェア
自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間（５年）に基
づく定額法により償却しております。

� 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という）に
係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という）の債権については、
下記直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能
性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び
保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要
と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績
から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か
ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っ
ております。なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から
担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として
債権額から直接減額しており、その金額は７，０２１百万円であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額
を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれ
ぞれ引き当てております。

� 退職給付引当金の計上基準
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
なお、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の
一定の年数（１０年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用
処理することとしております。
また、会計基準変更時差異（１，０５０百万円）については１５年による按分額を費用処理しております。
（追加情報）
当行は、従来、従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１５年）による定額法により数理計算
上の差異を費用処理しておりましたが、当連結会計年度において早期退職優遇制度を実施したこ
とから従業員の平均残存勤務期間を再検討した結果、平均残存勤務期間が短縮したことにより再
検討後の年数が従来の費用処理年数を下回ることとなったため平均残存勤務期間内の一定の年数
を１５年から１０年に変更しております。
この結果、従来と同一の費用処理年数を適用した場合と比べ経常損失及び税金等調整前当期純損
失はそれぞれ４４百万円増加しております。

� 外貨建資産・負債の換算基準
外貨建資産・負債については、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
外貨建取引等の会計処理につきましては、従来、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関
する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２０号）を適
用しておりましたが、当連結会計年度から、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する
会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２５号）を適用してお
ります。

	 リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につい
ては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。


 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、動産不動産に係る控除対象外消費税等は個々の資産の取得原価に算入しております。
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●注記事項：連結貸借対照表関係（平成１５年３月末）

●注記事項：連結損益計算書関係（平成１５年３月期）

●注記事項：連結キャッシュ・フロー計算書関係（平成１５年３月期）

１．貸出金のうち、破綻先債権額は５，１１６百万円、延滞債権額は２１，４０４百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は
弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」
という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に
規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息
の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は２４５百万円であります。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延
滞債権に該当しないものであります。

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は１２，０１５百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済
猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しな
いものであります。

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は３８，７８１百万円であります。
なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

５．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取り扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第２４号）にもとづき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という
方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、３，３２０百万円であります。

６．担保に供している資産は次のとおりであります。
為替決済や公共料金収納取扱等の担保として、現金預け金４百万円及び有価証券８，７７７百万円を差し入れております。
また、動産不動産のうち保証金権利金は６８０百万円であります。

７．当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額
まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、３５，７８２百万円であります。このうち
原契約期間が１年以内のものが６，７５９百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子
会社の将来キャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、
その他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることがで
きる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も
定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じてお
ります。

８．土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、当行の事業用土地の再評価を行い、評価差額につい
ては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地
再評価差額金」として資本の部に計上しております。
再評価を行った年月日 平成１０年３月３１日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律第６９
号）第１６条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法に
より算定した価額に合理的な調整を行って算出。
同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿
価額の合計額との差額 ２，１１３百万円

９．動産不動産の減価償却累計額 ２，８９４百万円

１０．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金２，０００百万円が含まれております。

１１．当行の発行済株式総数 普通株式 ４３，５３０千株

１２．連結会社が保有する当行の株式の数 普通株式 １５５千株

１．「その他の特別損失」には、店舗統廃合費用７６百万円、早期退職関係費用７５百万円及び会員権等償却２４百万円を含んでおります。

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金預け金勘定 ２３，６３８百万円
日銀預け金以外の預け金 △ １０，５４２百万円
現金及び現金同等物 １３，０９５百万円

� その他連結財務諸表作成のための重要な事項
� 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計
「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第１号）が平成１４年
４月１日以後に適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準を適用
しております。これによる当連結会計年度の資産及び資本に与える影響はありません。
なお、連結財務諸表等規則及び銀行法施行規則の改正により、当連結会計年度における連結
貸借対照表の資本の部については、改正後の連結財務諸表等規則及び銀行法施行規則により
作成しております。

� １株当たり当期純利益に関する会計基準
「１株当たり当期純利益に関する会計基準」企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純
利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）が平成１４年４月１日以
降開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用されることになったことに伴い、当連
結会計年度から同会計基準及び適用指針を適用しております。
なお、この適用に伴う影響はありません。

５．連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

６．利益処分項目等の取扱い
に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した利益処分に基づいて作成しております

７．連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現
金及び日本銀行への預け金であります。
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●注記事項：リース取引関係（平成１５年３月期）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

�借手側
●リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び年度末残高相当額

●未経過リース料年度末残高相当額

●支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

●減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

●利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各連結会計年度への配
分方法については、利息法によっております。

�貸手側
●リース物件の取得価額、減価償却累計額及び年度末残高

●未経過リース料年度末残高相当額

●受取リース料、減価償却費相当額及び受取利息相当額

●利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額との差額を利息相当額とし、各連結会計年度への配分方法
については、利息法によっております。

２．オペレーティング・リース取引

借手側
●未経過リース料

●注記事項：有価証券関係（平成１５年３月末）
１．売買目的有価証券

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成１５年３月期
動 産 その他 合 計

取 得 価 額 相 当 額 ３８４ － ３８４
減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 １９８ － １９８
年 度 末 残 高 相 当 額 １８５ － １８５

平成１５年３月期
１ 年 内 ７２
１ 年 超 １２３
合 計 １９６

平成１５年３月期
支 払 リ ー ス 料 ６４
減 価 償 却 費 相 当 額 ４８
支 払 利 息 相 当 額 ７

連結貸借対照表計上額 平成１５年３月期の損益
に含まれた評価差額

売 買 目 的 有 価 証 券 １０ ０

平成１５年３月期
動 産 その他 合 計

取 得 価 額 ５ － ５
減 価 償 却 累 計 額 ３ － ３
年 度 末 残 高 １ － １

平成１５年３月期
１ 年 内 －
１ 年 超 －
合 計 －

平成１５年３月期
受 取 リ ー ス 料 ２５４
減 価 償 却 費 １９８
受 取 利 息 相 当 額 ６２

平成１５年３月期
１ 年 内 １７
１ 年 超 ２２
合 計 ４０

該当ありません。
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３．その他有価証券で時価のあるもの

（注）１ 連結貸借対照表計上額は、平成１５年３月期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
２ 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

４．当該連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券

５．当該連結会計年度中に売却したその他有価証券

６．時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額

７．保有目的を変更した有価証券

８．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額

●注記事項：金銭の信託関係（平成１５年３月末）

●注記事項：その他有価証券評価差額金（平成１５年３月末）

●注記事項：デリバティブ取引関係（平成１５年３月期）

１． 取引の状況に関する事項
�取引の内容及び利用目的等
当行は、資金運用の一環として有価証券運用を行っておりますが、その保有有価証券の価格変動リスクのヘッジ及びリスク軽減と
して、債券先物取引・債券店頭オプション取引を行っております。なお、その他のデリバティブ取引は行っておりません。
期末残高はありません。
�取引に対する取組方針
債券関連のデリバティブ取引については、主として保有債券のヘッジ及びリスク軽減の目的のためであり、投機目的のためのデリ
バティブ取引は行わない方針であります。
�取引に係るリスクの内容
債券関連における先物取引及び店頭オプション取引は、債券相場の変動による価格変動リスクを有しておりますが、保有有価証券
ヘッジ及びリスク軽減が目的のため限定的と判断しています。また、信用リスクについても取引先を国内の大手銀行系証券を主とし
て行っており、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。
�取引に係るリスク管理体制
債券関連のデリバティブ取引の実行及び管理は、「有価証券運用ルール」に基づき、保有限度額、ロスカットルール等を設定し、
厳格なリスク管理を行っております。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
そ の 他 有 価 証 券 １３，３４６ ２８５ ９

１年以内 １年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超
債 券 ４，９８５ ８，２２９ １，０６０ １１，８２４
国 債 ５２３ ６，１３３ ７４７ １１，８２４
社 債 ４，４６２ ２，０９６ ３１３ －

そ の 他 － ６４ ４０ －
合 計 ４，９８５ ８，２９４ １，１０１ １１，８２４

金 額
評価差額 △１２９

その他有価証券 △１２９
（ ＋ ） 繰 延 税 金 資 産 相 当 額 －
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 △１２９
（ △ ） 少 数 株 主 持 分 相 当 額 －
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 △１２９

金 額
そ の 他 有 価 証 券

非上場株式（店頭売買株式を除く） ３２８

取 得 原 価
連結貸借対照表
計 上 顎

評 価 差 額 う ち 益 う ち 損

株 式 １，６７４ １，５５３ △１２０ １３ １３３
債 券 ２６，１０８ ２６，０９９ △８ １６２ １７１
国 債 １９，２８６ １９，２２７ △５９ １１２ １７１
社 債 ６，８２２ ６，８７２ ５０ ５０ ０

そ の 他 １７７ １７７ － － －
合 計 ２７，９６０ ２７，８３１ △１２９ １７６ ３０５

該当ありません。

該当ありません。

当行及び連結子会社は、平成１５年３月期において金銭の信託の運用実績が全くありませんので、該当事項はありません。
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２．取引の時価等に関する事項
� 金利関連取引

該当ありません。
� 通貨関連取引

該当ありません。
� 株式関連取引

該当ありません。
� 債券関連取引

該当ありません。
� 商品関連取引

該当ありません。
� クレジットデリバティブ取引

該当ありません。

●注記事項：退職給付関係（平成１５年３月期）

１．採用している退職給付制度の概要
当行は確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び厚生年金基金制度を設けております。
適格退職年金は１９７０年１月１日に設立され、対象者は行員のみに限定されています。その後１９８５年７月１日に第二地方銀行の総合
設立型として厚生年金基金が発足し、当行も発足当初から加入しています。厚生年金基金の対象者は行員・取締役となっています。

２．退職給付債務に関する事項

（注）厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。

３．退職給付費用に関する事項

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成１５年３月末

退職給付債務 （Ａ） △ ５，１５９

年金資産 （Ｂ） １，９８４

未積立退職給付債務 （Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ） △ ３，１７５

会計基準変更時差異の未処理額 （Ｄ） ８４０

未認識数理計算上の差異 （Ｅ） １，６８５

連結貸借対照表計上額純額 （Ｆ）＝（Ｃ）＋（Ｄ） △ ６４９

＋（Ｅ）

前払年金費用 （Ｇ） －

退職給付引当金 （Ｆ）－（Ｇ） △ ６４９

平成１５年３月期

勤務費用 ２２０

利息費用 １４２

期待運用収益 △ ８２

数理計算上の差異の費用処理額 １１５

会計基準変更時差異の費用処理額 ７０

その他（臨時に支払った割増退職金等） ４９

退職給付費用 ５１４

平成１５年３月期

� 割引率 ２．５％

� 期待運用収益率 ２．５％

� 退職給付見込額の期間配分方法 厚生年金基金は期間定額基準
適格退職年金はポイント基準

� 数理計算上の差異の処理年数 １０年（各連結会計年度の発生時の行員の平均残存勤務期間内の１０年の定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしている）

� 会計基準変更時差異の処理年数 １５年
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●注記事項：税効果会計関係（平成１５年３月期）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主な項目別の内訳

平成１５年３月期は税金等調整前当期純損失となったため、記載しておりません。

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正額

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成１５年３月法律第９号）が平成１５年３月３１日に公布され、平成１６年４月１日以後開始する
連結会計年度より当行の法人事業税に係る課税標準の一部が「付加価値額」及び「資本等の金額」に変更されることにより、当該課税
標準の一部は、利益に関連する金額を課税標準とする税金には該当しないことになります。
この変更に伴い、当行の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する平成１６年度以降の法定実効税率は、当連結会計年度の

４１．７４％から４０．４３％となり、「繰延税金資産」は１１８百万円減少し、当連結会計年度に計上された「法人税等調整額」は同額増加してお
ります。「再評価に係る繰延税金負債」は３４百万円減少し、「土地再評価差額金」は同額増加しております。

●注記事項：セグメント情報（平成１５年３月期）

１．事業の種類別セグメント情報
連結会社は銀行業以外の事業を一部営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める割合が僅少であるため、当連結会計
年度の事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

２．所在地別セグメント情報
在外子会社及び在外支店がないため、該当ありません。

３．国際業務経常収益
国際業務経常収益が連結経常収益の１０％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。

（単位：百万円）

平成１５年３月期

貸 倒 引 当 金 ５，２０１

繰 越 欠 損 金 ３１７

有 価 証 券 評 価 損 ６４７

退 職 給 付 引 当 金 ２６２

減 価 償 却 費 ９８

そ の 他 ５７７

繰 延 税 金 資 産 小 計 ７，１０５

評 価 性 引 当 額 △３，４６０

繰 延 税 金 資 産 合 計 ３，６４５

繰 延 税 金 資 産 の 純 額 ３，６４５
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●注記事項：関連当事者との取引（平成１５年３月期）
親会社及び法人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
借用金は他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金であります。

●注記事項：１株当たり情報（平成１５年３月期）

（注）１．平成１５年３月期は「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第４号）を適用しております。

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。

３．なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

●注記事項：重要な後発事象（平成１５年３月期）

平成１５年３月期は該当ありません。

●連結リスク管理債権（平成１５年３月末） （単位：百万円）

属 性
会社等
の名称

住 所 資本金
事業の
内容又
は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容
取引の
内 容

取 引
金 額

科 目
期 末
残 高

役員の
兼任等

事業上
の関係

百万円 ％ 人 百万円 百万円

親会社 �福岡シティ銀行 福岡市 ７３，２１１ 銀行業 直接５４．１２ １ － 財務取引 ２，０００ 借用金 ２，０００

平成１５年３月期

連結ベースの
１株当たり純資産額

１４５．０６円

連結ベースの
１株当たり当期純損失

１１９．６８円

平成１５年３月期

当期純損失 ５，１９１百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円

普通株式に係る当期純損失 ５，１９１百万円

普通株式の期中平均株式数 ４３，３７８千 株

3 リスク管理債権

平成１５年３月末

破 綻 先 債 権 ５，１１６

延 滞 債 権 ２１，４０４

３ ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 ２４５

貸 出 条 件 緩 和 債 権 １２，０１５

リ ス ク 管 理 債 権 ３８，７８１
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●連結自己資本比率（国内基準）（平成１５年３月末）

（注）１．告示第２３条第２項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証券
を含む。）であります。
２．告示第２４条第１項第３号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
� 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
� 一定の場合を除き、償還されないものであること
� 業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
� 利払い義務の延期が認められるものであること
３．告示第２４条第１項第４号および第５号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が５年を超えるものに限られております。
４．告示第２５条第１項第１号に掲げる他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額であります。

（単位：百万円）

4 自己資本比率

平成１５年３月末

基本的項目

資 本 金 ５，１２０
（ う ち 非 累 積 的 永 久 優 先 株 ） （－）
新 株 式 払 込 金 －
資 本 準 備 金 －
連 結 剰 余 金 －
資 本 剰 余 金 ３，１６７
利 益 剰 余 金 △３，８４２
連 結 子 会 社 の 少 数 株 主 持 分 －
（うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券） （－）
そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損 （△） △１２９
自 己 株 式 （△） △３２
為 替 換 算 調 整 勘 定 －
営 業 権 相 当 額 （△） －
連 結 調 整 勘 定 相 当 額 （△） －

計 （Ａ） ４，２８４
（うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券）（注１） （－）

補完的項目

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の４５％相当額 １，５２４
一 般 貸 倒 引 当 金 ３，５８０
負 債 性 資 本 調 達 手 段 等 ２，０００
（ う ち 永 久 劣 後 債 務 ）（注２） （－）
（うち期限付劣後債務および期限付優先株）（注３） （２，０００）

計 ７，１０４
う ち 自 己 資 本 へ の 算 入 額（Ｂ） ４，２８４

控 除 項 目 控 除 項 目（注４）（Ｃ） －
自己資本額 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） （Ｄ） ８，５６９

リ ス ク ・
アセット等

資 産 （ オ ン ・ バ ラ ン ス ） 項 目 １６１，５６７
オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 項 目 １，７１２

計 （Ｅ） １６３，２７９
５．２４％
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